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3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

【設置許可基準規則】 

(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備) 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限

る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を

設けなければならない。 

(解釈) 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性

及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、

BWRにおいては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却

機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最

終ヒートシンクシステム(UHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場へ

の熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な

場合について考慮すること。 

また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁

による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送

ができること。 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０条３ｂ）に準ず

ること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 

3.5-1
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3.5.1 適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し

た場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷

が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸

送するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の系統概要図を第 3.5-1図から第

3.5-2図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）並びに原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）が使用できる場合は重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

3.5.1.1 重大事故等対処設備 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち，設計基準事故対処設備が

有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，格納容器フィ

ルタベント系及び原子炉補機代替冷却系を設ける。

(1) フロントライン系故障時に用いる設備

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪

失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため

の重大事故等対処設備として，格納容器フィルタベント系を使用する。 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器，圧力開放板，配管・弁類，計測制御装置等

で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第

１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器

へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物頂部付近に設ける放出口か

ら放出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制し

つつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ

輸送できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放

出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととする。 

本系統の詳細については，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備」に記載する。 

(2) サポート系故障時に用いる設備

ａ．原子炉補機代替冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）の故障又は全交流動力電源の喪失により，

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合の重大事故等対処設

3.5-2
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備として，原子炉補機代替冷却系を使用する。 

原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備淡水ポンプ及び熱交換器

を搭載した移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，配管・ホース・弁類，

計測制御装置等で構成し，サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により原

子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，移動式代替熱交換設備を原子炉

補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱

交換設備に海水を送水することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最

終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

移動式代替熱交換設備は，常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。また，大型送水ポンプ車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる

設計とする。燃料は燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及

びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・移動式代替熱交換設備 

・大型送水ポンプ車 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備 （3.14 電源設備） 

本系統の流路として，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）の配管，弁及びサ

ージタンク並びに残留熱除去系の熱交換器並びにホースを重大事故等対処

設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の取水口，取水管及

び取水槽を重大事故等対処設備として使用する。 

 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様を第 3.5-1表に

示す。 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，常設代

替直流電源設備，可搬型直流電源設備及び燃料補給設備については「3.14 電源

設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5-3

5



3.5.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子

炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送で

きる設計とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）に対

して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁（電動弁）

を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔

操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作設備を用いた人力による遠隔操作を可

能とすることで，非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格

納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）に対して，多様性を有

する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベント

フィルタ銀ゼオライト容器は地下の格納槽，圧力開放板は屋外に設置し，原子炉

建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，原子炉補機冷却水ポンプ及

び原子炉補機冷却系熱交換器並びに屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に

設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によっ

て，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）に対して独立性を有する

設計とする。 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常設代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とすることで，非常用交流電源設備からの給電により駆

動する原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）に対して，多様性及び独立性を有する設

計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機

駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）に対して多様性を

有する設計とする。また，原子炉補機代替冷却系は，格納容器フィルタベント系

に対して，除熱手段の多様性を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子

炉建物及び格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散して保管することで，

原子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却系熱交換器並びに屋

外の原子炉補機海水ポンプ，原子炉建物内及び屋外に設置される格納容器フィル

タベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設

計とする。 

移動式代替熱交換設備の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを

防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と共通要因によっ

3.5-4
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て同時に機能を損なわないよう，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）の海水系に対

して独立性を有するとともに，移動式代替熱交換設備から原子炉補機冷却系（区

分Ⅰ，Ⅱ）配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）

に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，原子炉補機代替

冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）に対し

て重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については「3.14 電源設備」にて記

載する。 

3.5.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系は，通常時は移動式代替熱交換設備を接続先の系統と分

離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，原子

炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と原子炉補機代替冷却系を同時に使用しないことに

より，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，輪留めによる固定等をするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

3.5.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損

傷を防止するために必要な伝熱容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，想定

される重大事故等時において，残留熱除去系等の機器で発生した熱を除去するた

めに必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する移動式代替熱交換設備 1セット１式

と大型送水ポンプ車１セット１台を使用する。移動式代替熱交換設備の保有数は，

２セット２式に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として１式の合計３式を保管する。大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の

合計３台を保管する。 

また，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

想定される重大事故等時において，残留熱除去系による発電用原子炉又は原子炉

格納容器内の除熱と燃料プール冷却系による燃料プールの除熱に同時に使用する

ため，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

3.5-5
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3.5.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，屋外

に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

移動式代替熱交換設備の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等

時において設置場所で可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

大型送水ポンプ車の移動式代替熱交換設備との接続及び操作は，想定される重

大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備の海水通水側及び大型送水ポンプ車は，使用時に

海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とし，海から直接取水する際の異

物の流入防止を考慮した設計とする。 

3.5.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機代替冷却系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。原子炉補機代

替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，付属の操作スイッチ

により，設置場所での操作が可能な設計とする。原子炉補機代替冷却系の系統構

成に必要な弁の操作は，中央制御室での操作スイッチによる操作又は設置場所で

の手動操作が可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両として屋外のアクセスル

ートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備を接続する接続口については，フランジ接続とし，一般

的に使用される工具を用いて，ホースを確実に接続することができる設計とする。 

大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備との接続は，簡便な接続及びフラン

ジ接続とし，結合金具及び一般的に使用される工具を用いてホースを確実に接続

できる設計とする。 

3.5.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機代替冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び

漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。また，原子

炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備の移動式代替熱交換設備淡水ポンプ及

び熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替えが可能な設計

とする。原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又
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は停止中に分解又は取替えが可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両として運転状態の

確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様 

(1) 格納容器フィルタベント系

第 3.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器仕

様に記載する。 

(2) 原子炉補機代替冷却系

ａ．移動式代替熱交換設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・燃料プールの冷却等のための設備

数量     ２式（予備１）

熱交換器

組数 １/式 

伝熱容量  約 23MW/組（海水温度 30℃において） 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

台数 ２ 

容量 約 300m3/h/台 

全揚程 約 75m 

ｂ．大型送水ポンプ車 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・燃料プールの冷却等のための設備

台数 ２（予備１） 

容量 約 1,800m3/h/台 

吐出圧力 1.2MPa[gage] 
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3.5.1.2 重大事故等対処設備(設計基準拡張) 

3.5.1.2.1 原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ） 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）は，想定される重大事故等時において，重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，

Ⅱ）は，燃料プール冷却系，残留熱除去系，低圧炉心スプレイ系及び非常用交流

電源設備に冷却水を供給する設計とする。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方

針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）主要機器仕様を第 3.5-2表に，系統概要図を

第 3.5-3図に示す。 

3.5.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.5.1.2.1.2 容量等 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポンプ及び原子炉補機冷却系熱交換

器は，設計基準事故時の原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と兼用しており，設計

基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十

分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

3.5.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却系熱交換器は，原子炉建物内に設

置，原子炉補機冷却海水ポンプは屋外に設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

原子炉補機冷却系熱交換器の海水通水側及び原子炉補機海水ポンプは，使用時

に常時海水を通水するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

3.5.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）は，想定される重大事故等時において，設計

基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として使用する。原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）は，中央制御室

の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 
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3.5.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子炉補機冷却水ポン

プ，原子炉補機海水ポンプ及び原子炉補機冷却系熱交換器は，発電用原子炉の停

止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5-12

14



第 3.5-2 表 原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）主要機器仕様 

区 分 Ⅰ 及 び Ⅱ 

原子炉補機冷却水ポンプ 

台数 

容量 

各区分について２ 

約 1,700m3／h／台 

原子炉補機海水ポンプ 

台数 

容量 

各区分について２ 

約 2,000m3/h/台 

原子炉補機冷却系熱交換器 

基数 

伝熱容量 

各区分について３ 

約 10MW/基 
（海水温度 30℃において） 
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3.5.1.2.2 原子炉補機冷却系（区分Ⅲ） 

原子炉補機冷却系（区分Ⅲ）は，想定される重大事故等時において，重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として使用する。原子炉補機冷却系（区分Ⅲ）は，

高圧炉心スプレイ系及び非常用交流電源設備に冷却水を供給する設計とする。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅲ）は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅲ）主要機器仕様を第 3.5-3表に，系統概要図を第 3.5-4

図に示す。 

3.5.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅲ）は，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.5.1.2.2.2 容量等 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ及び高

圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，設計基準事故時の原子炉補機冷却系（区

分Ⅲ）と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の

収束に必要な容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設

計する。 

3.5.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器

は原子炉建物内に設置，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプは屋外に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。原子炉補機冷

却系（区分Ⅲ）の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で可能

な設計とする。 

原子炉補機冷却系熱交換器の海水通水側及び原子炉補機海水ポンプは，使用時

に常時海水を通水するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

3.5.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅲ）は，想定される重大事故等時において，設計基準

事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基

準拡張）として使用する。原子炉補機冷却系（区分Ⅲ）は，中央制御室の操作ス

イッチにより操作が可能な設計とする。
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3.5.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅲ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性

能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子炉補機冷却水ポンプ，

原子炉補機海水ポンプ及び原子炉補機冷却系熱交換器は，発電用原子炉の停止中

に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.5-3 表 原子炉補機冷却系（区分Ⅲ）主要機器仕様 

 区 分 Ⅲ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

台 数 

容 量 

 

１ 

約 240m3／h／台 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

台 数 

容 量 

 

１ 

約 340m3／h／台 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

基 数 

伝熱容量 

 

１ 

約 2.67MW／基 

（海水温度 30℃において） 

 

 

 

 

3.5-17

19



第
3.

5
-
4
図
 原

子
炉
補
機
冷
却
系
（
区
分
Ⅲ
）
系
統
概
要
図

 

3.5-18

20



3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備) 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリを

維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備

を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した

場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそ

れがあるものに限る。）には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力

を大気中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損防止機能（炉心の

著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止す

るために必要な機能をいう。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う、適切な措置を講じたものでなければならない。 

(解釈) 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、限界圧力及び

限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超えることなく、原

子炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器

バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した

場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそ

れがあるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が

速い発電用原子炉施設である、BWR及びアイスコンデンサ型格納容器を有する

PWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

  ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するも

のであること。 

  ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられ
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ていること。 

  ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器(例えばSGTS)や他

号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪影

響がない場合を除く。 

  ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子

炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

  ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操

作ができること。 

  ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃

がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策

がなされていること。 

  ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。た

だし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分に低い

圧力に設定されたラプチャーディスク(原子炉格納容器の隔離機能を目的

としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的としたもの)を使用す

る場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破壊する装置を設置する

場合を除く。 

  ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受

けない場所に接続されていること。 

  ⅸ）使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減するための遮蔽等

の放射線防護対策がなされていること。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性及び可能な限り

独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 
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3.7.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の系

統概要図を第 3.7-1図から第 3.7-3図に記載する。 

3.7.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち，原子炉格納容器バウ

ンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備

として，残留熱代替除去系を設ける。また，原子炉格納容器内の圧力を大気中に

逃がすための設備として，格納容器フィルタベント系を設ける。 

(1) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための重大事故等対処設備として，残留熱代替除去系を使用する。 

残留熱代替除去系は，残留熱代替除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，残留熱代替除去ポンプによりサプレッショ

ン・チェンバのプール水を残留熱除去系熱交換器にて冷却し，残留熱除去系等

を経由して，原子炉圧力容器へ注水するとともに，原子炉格納容器内ヘスプレ

イすることで，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下できる設計とする。 

原子炉圧力容器に注水された水は，原子炉圧力容器又は原子炉格納容器内配

管の破断口等から流出し，原子炉格納容器内ヘスプレイされた水とともに，ベ

ント管を経て，サプレッション・チェンバに戻ることで循環する。

残留熱代替除去系は，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

残留熱除去系熱交換器は，残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却

系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車により冷却できる設計とす

る。 

原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備淡水ポンプ及び熱交換器を

搭載した移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車，配管・ホース・弁類，

計測制御装置等で構成し，移動式代替熱交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，

大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を送水することで，残留

熱除去系熱交換器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送でき

る設計とする。 

大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油

タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。

主要な設備は，以下のとおりとする。

・残留熱代替除去ポンプ

・残留熱除去系熱交換器
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・移動式代替熱交換設備 

・大型送水ポンプ車 

・サプレッション・チェンバ（3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

残留熱代替除去系の流路として，残留熱除去系の配管，弁，ストレーナ及び

格納容器スプレイ・ヘッダを重大事故等対処設備として使用する。 

原子炉補機代替冷却系の流路として，原子炉補機冷却系の配管，弁，及びサ

ージタンク並びにホースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器及び原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の取水口，取水管及び

取水槽を重大事故等対処設備として使用する。 

 

(2) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において,原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための重大事故等対処設備として，格納容器フィルタベント系を使用す

る。 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器，圧力開放板，配管・弁類，計測制御装置等で構

成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベン

トフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放

射性物質を低減させた後に原子炉建物頂部付近に設ける放出口から排出する

ことで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器は，排気中に含まれる粒子状放射性物質及

びガス状の無機よう素を除去し，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，排

気中に含まれる有機よう素を除去できる設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接続し，いずれから

も排気できる設計とする。サプレッション・チェンバ側からの排気ではサプレ

ッション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェル側からの排気で

は，有効燃料棒頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期的にも溶融

炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防

ぐため，系統内を不活性ガス(窒素ガス)で置換した状態で待機させ，使用後に

おいても不活性ガスで置換できる設計とするとともに，系統内に可燃性ガスが

蓄積する可能性のある箇所にはバイパスラインを設け，可燃性ガスを連続して
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排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達

することを防止できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，他の発電用原子炉とは共用しない設計とする。

また，格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を隔離する弁は直列で２弁

設置し，格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を確実に隔離することで，

悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器フィルタベント系の使用後に再度，格納容器代替スプレイ冷却系等

により原子炉格納容器内にスプレイする場合は，原子炉格納容器が負圧となら

ないよう，原子炉格納容器が規定の圧力に達した場合には，スプレイを停止す

る運用とする。 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁は，遠隔手

動弁操作機構によって人力による操作が可能な設計とする。 

遠隔手動弁操作機構の操作場所は，原子炉建物付属棟内とし，放射線防護を

考慮した設計とする。また，排出経路に設置される隔離弁については，常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により，中央制御室か

ら操作が可能な設計とする。 

系統内に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベント系の使用の妨げにな

らないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂

する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器等は地下の

格納槽内に格納し，格納容器フィルタベント系の使用時に本系統内に蓄積され

る放射性物質から放出される放射線から作業員を防護する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・第１ベントフィルタスクラバ容器 

・第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

・圧力開放板 

・可搬式窒素供給装置（3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るための設備) 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備 (3.14 電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フィ

ルタベント系の配管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備とし

て使用する。 
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原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器仕様を第3.7-1

表に示す。 

原子炉圧力容器については，「3.20 原子炉圧力容器」に記載する。 

サプレッション・チェンバについては，「3.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備」に記載する。 

可搬式窒素供給装置については，「3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止するための設備」に記載する。 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備，

可搬型直流電源設備，代替所内電気設備及び燃料補給設備については，「3.14 

電源設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載する。 

 

3.7.1.1.1 多様性,位置的分散 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防止等」に示す。 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段を用

いることで多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交

流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベ

ント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経

路に設置される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対し

て駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散して保

管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

移動式代替熱交換設備の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを

防止するため，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系

との離隔を考慮した設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除

去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは原子炉棟内に設置し，格納容器フ

ィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼ

オライト容器は地下の格納槽に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置する

ことで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機
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能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去

系と格納容器フィルタベント系は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限

りの独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」に記載する。 

 

3.7.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防止等」に示す。 

残留熱代替除去系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大事故等時に弁

操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。また，サプレッション・チェンバのプール水に含

まれる放射性物質の系外放出を防止するため，残留熱代替除去系は閉ループにて

構成する設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系は，通常時は移動式代替熱

交換設備を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。また，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と原子炉補機代替冷

却系を同時に使用しないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，輪留めによる固定等をするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大事故

等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，重

大事故等時の排出経路と非常用ガス処理系，原子炉棟換気系の他系統及び機器と

の間に隔離弁を直列に２弁設置し，格納容器フィルタベント系使用時に確実に隔

離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.7.1.1.3 容量等 

基本方針については,「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは,炉心の著しい損傷が発生した場

合において,原子炉格納容器の破損を防止するために必要なポンプ流量を有する

設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備の残留熱

除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備としての伝熱容量が，炉心の著し

い損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するために必要な

伝熱容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 
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残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，炉心の著しい損傷が発

生した場合において，原子炉補機代替冷却系での圧力損失を考慮しても原子炉格

納容器の破損を防止するために必要な伝熱容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，炉心

の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を除

去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する移動式代替熱交換設備１セ

ット１式と大型送水ポンプ車１セット１台を使用する。移動式代替熱交換設備の

保有数は，２セット２式に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として１式の合計３式を保管する。大型送水ポンプ車の保有数は，２

セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して１台の合計３台を保管する。 

また，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

想定される重大事故等時において，残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱と燃料プール冷却系による燃料プールの除熱を同時に使用するため，

各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベント

フィルタ銀ゼオライト容器は，想定される重大事故等時において，原子炉格納容

器内を減圧させるため，原子炉格納容器内で発生する蒸気量に対して，格納容器

フィルタベント系での圧力損失を考慮しても十分な排出流量を有する設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器は，想定される重大事故等時において，粒子

状放射性物質に対する除去効率が 99.9%以上確保できる設計とする。また，スクラ

ビング水の待機時の薬物添加濃度は，想定される重大事故等時のスクラビング水

の pH値の低下を考慮しても，無機よう素に対する除去効率が 99%以上確保できる

pH値を維持できる設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の金属フィルタは，想定される重大事故等時

において，金属フィルタに流入するエアロゾル量に対して十分な容量を有する設

計とする。 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器の銀ゼオライト吸着層は，想定される排

気ガスの流量に対して，有機よう素に対する除去効率が 98%以上となるために必要

な排気ガス滞留時間を確保できる吸着層の厚さ及び有効面積を有する設計とする。 

圧力開放板は，格納容器フィルタベント系の使用の妨げにならないよう，原子

炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。 

 

3.7.1.1.4 環境条件等 

基本方針については,「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

残留熱代替除去ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御

室で可能な設計とする。 
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残留熱代替除去系の残留熱除去系熱交換器は原子炉棟内に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

残留熱代替除去系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，中央制御室から遠隔で可能な設計とする。 

残留熱代替除去系運転後における弁の操作は，配管等の周囲の線量を考慮して，

中央制御室又は離れた場所から遠隔で可能な設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車は屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

移動式代替熱交換設備の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等

時において，設置場所で可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室若しくは離れた場所から遠隔で可能な設計又は設置場所

で可能な設計とする。 

大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備との接続及び操作は，想定される重

大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備の海水通水側及び大型送水ポンプ車は，使用時に

海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とし，海から直接取水する際の異

物の流入防止を考慮した設計とする。 

残留熱代替除去系運転後における配管等の周囲の線量低減のため，フラッシン

グが可能な設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフ

ィルタ銀ゼオライト容器は地下の格納槽に設置し，圧力開放板は屋外に設置する

ことで，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

格納容器フィルタベント系の排出経路に設置される隔離弁のうち原子炉棟内に

設置する弁の操作は，原子炉建物付属棟内に設置されている遠隔手動弁操作機構

により，想定される重大事故等時において，離れた場所から人力で容易かつ確実

に手動操作が可能な設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁については，中央制御室から操作が可能な

設計とする。 

 

3.7.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については,「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成か

ら弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

残留熱代替除去ポンプ及び系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチ

により操作が可能な設計とする。 

また，残留熱代替除去系の運転中に残留熱除去系ストレーナが閉塞した場合に

おいては，逆洗操作が可能な設計とする。 
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残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系は，想定される重大事故等

時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられ

る設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，付属

の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とする。原子炉補機代替

冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，中央制御室の操作スイッチによる操作又

は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両として屋外のアクセスル

ートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備を接続する接続口については，フランジ接続とし，一般

的に使用される工具を用いて，ホースを確実に接続することができる設計とする。 

大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備との接続は，簡便な接続とし，結合

金具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，想定される重大事故等時において，通常時の系

統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁には，炉心の

著しい損傷が発生した場合において，現場において人力で弁の操作ができるよう，

遠隔手動弁操作機構を設置するとともに，操作場所は原子炉建物付属棟内とする

ことで，容易かつ確実に人力による操作が可能な設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁については，中央制御室の操作スイッチに

より操作が可能な設計とする。 

 

3.7.1.1.6 試験検査 

基本方針については,「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に弁の開閉動作の確認

が可能な設計とする。また，残留熱代替除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は

発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。また，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備の移動式

代替熱交換設備淡水ポンプ及び熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に

分解又は取替えが可能な設計とする。原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の

確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両としての運転状態

の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，発電用原子炉の停止中に排出経路の隔離弁の開

閉動作及び漏えいの確認が可能な設計とする。 
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格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器は，発電用原子

炉の停止中に内部構造物の外観の確認が可能な設計とする。 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，発電用原子炉の停止中に内部構造物

の外観の確認及び内部に設置されている銀ゼオライト試験片を用いた性能の確認

が可能な設計とする。 

圧力開放板は，発電用原子炉の停止中に取替えが可能な設計とする。 
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第 3.7-1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器

仕様 

(1) 残留熱代替除去系

ａ．残留熱代替除去ポンプ 

台数 ：１(予備１) 

容量 ：約 150m3/h/台 

全揚程 ：約 70m 

ｂ．残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系

基数 ：１ 

伝熱容量 ：約９MW 

ｃ．移動式代替熱交換設備 

第3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要仕様に

記載する。 

ｄ．大型送水ポンプ車 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要仕様に

記載する。 

(2) 格納容器フィルタベント系

兼用する設備は以下のとおり。

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

ａ．第１ベントフィルタスクラバ容器 

個    数  ４ 

系統設計流量 約9.8kg/s（格納容器圧力が0.427MPa[gage]におい

て） 

放射性物質除去効率 99.9%以上（粒子状放射性物質に対して） 

99%以上（無機よう素に対して） 

材 料 

スクラビング水

（pH  以上） 

金属フィルタ

ｂ．第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

個    数  １ 

系統設計流量  約9.8kg/s（格納容器圧力が0.427MPa[gage]におい

て） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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放射性物質除去効率 98%以上（有機よう素に対して） 

材    料 銀ゼオライト 

ｃ．圧力開放板 

個    数 １ 

設定破裂圧力 約80kPa[gage] 

ｄ．可搬式窒素供給装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の水素爆発を防止するための設備

個 数 １（予備１） 

容 量 約100Nm3/h/台 
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3.9水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備【52条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による

破損を防止する必要がある場合には，水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第 52条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には，排出経路での水素爆発

を防止すること，放射性物質の低減設備，水素及び放射性物質濃度測定装置

を設けること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる

監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給

電を可能とすること。 
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3.9.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素によ

る爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には，

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の系統概要図を第

3.9－1図から第 3.9－4図に示す。 

3.9.1.1 重大事故等対処設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備のうち，炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発による破損

を防止できるよう，原子炉格納容器内を不活性化するための設備として，窒素ガ

ス代替注入系を設ける。

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備のうち，炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発による破損

を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ

排出するための設備として，格納容器フィルタベント系を設ける。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備のうち，炉心の著

しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内の水素濃度を監視する設備

として，水素濃度監視設備を設ける。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水

素爆発による破損を防止できるよう，発電用原子炉の運転中は，原子炉格納容器

内を窒素ガス制御系により常時不活性化する設計とする。 

(1) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止

ａ．窒素ガス代替注入系による原子炉格納容器内の不活性化 

原子炉格納容器内を不活性化するための重大事故等対処設備として，窒素

ガス代替注入系を使用する。 

本系統は，可搬式窒素供給装置，配管・ホース・弁類等で構成し，格納容

器フィルタベント系の使用前に原子炉格納容器内に窒素を供給することで，

ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により原子炉格納容器内に発

生する水素及び酸素の濃度を，蒸気が全て凝縮した条件でも可燃限界未満に

することが可能な設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，

燃料はガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補給でき

る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬式窒素供給装置

・燃料補給設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，窒素ガス代替注入系の配管，弁及びホースを重大事
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故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備と

して使用する。 

ｂ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出

原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ排出するた

めの重大事故等対処設備として，格納容器フィルタベント系を使用する。 

格納容器フィルタベント系は,第１ベントフィルタスクラバ容器,第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器，圧力開放板，配管・弁類，計測制御装置等

で構成し，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内雰

囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器

及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた

後に原子炉建物頂部付近に設ける放出口から排出することで，排気中に含ま

れる放射性物質の環境への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水

の放射線分解等により発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

を大気に排出できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を

防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素ガス)で置換した状態で待機させ，使

用後においても不活性ガスで置換できる設計とし，排出経路に可燃性ガスが

蓄積する可能性のある箇所にはバイパスラインを設け，可燃性ガスを連続し

て排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域

に達することを防止できる設計とする。 

排出経路における水素濃度を測定し，監視できるよう，第１ベントフィル

タ出口配管に第１ベントフィルタ出口水素濃度を設ける。また，放射線量率

を測定し,放射性物質濃度を推定できるよう，第１ベントフィルタ出口配管

に第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）を設ける。

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備から給電が可能な設計とする。また，第１ベントフィルタ出口

放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，常設代替直流電源設備又は可搬型

直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・第１ベントフィルタスクラバ容器

・第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器

・圧力開放板

・第１ベントフィルタ出口水素濃度

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備）
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・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フ

ィルタベント系の配管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備と

して使用する。 

本系統のうち第１ベントフィルタ出口水素濃度及び第１ベントフィルタ

出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）の詳細については，「3.15 計装設

備」に記載し，その他系統の詳細については，「3.7 原子炉格納容器の過圧

破損を防止するための設備」に記載する。 

 

(2) 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 

ａ．格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）による原子炉格

納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視 

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視を行うための重大事

故等対処設備として，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）を使用する。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，炉心の著し

い損傷が発生した場合にサンプリング装置により原子炉格納容器内の雰囲

気ガスを原子炉棟内へ導き，検出器で測定することで，原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度を中央制御室より監視できる設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・格納容器水素濃度（ＳＡ) 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ) 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備) 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備) 

 

ｂ．格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度による原子炉格納容器内の水素濃

度監視及び酸素濃度監視 

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視を行うための重大事

故等対処設備として，格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度を使用する。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，炉心の著しい損傷が発生した

場合に，サンプリング装置により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉棟

内へ導き，検出器で測定することで，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素

濃度を中央制御室より監視できる設計とする。格納容器水素濃度及び格納容

器酸素濃度は，常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。なお，
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原子炉補機代替冷却系から冷却水を供給することにより，サンプリングガス

を冷却できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・格納容器水素濃度

・格納容器酸素濃度

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の主要機器仕様を

第 3.9－1表に示す。 

原子炉格納容器については,「3.21 原子炉格納容器」に記載する。 

常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，常設代替交流電源設備及び

可搬型代替交流電源設備については,「3.14 電源設備」に記載する。 

3.9.1.1.1 多様性,位置的分散 

基本方針については,「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，屋外の保管場所に分散して保管

することで，位置的分散を図る設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常

設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備，及び常設代替直流電源設備又

は可搬型直流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器水素濃

度及び格納容器酸素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，多様

性を有する設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器水素濃

度及び格納容器酸素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，検出

器の設置箇所の位置的分散を図る設計とする。 

また，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は非常用交流電

源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備から給電が可能な設計とする。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，非常用交流電源設備に対して多様

性を有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。また，サンプリ

ングガスの冷却に必要な冷却水は，原子炉補機冷却系に対して多様性を有する原

子炉補機代替冷却系から供給が可能な設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については,「3.14 電源設備」に記載する。原

子炉補機代替冷却系の多様性，位置的分散については，「3.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための設備」に記載する。 

3.9.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については,「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，通常時は接続先の系統と分離し

て保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び

格納容器酸素濃度は，他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

3.9.1.1.3 容量等 

基本方針については,「2.3.2 容量等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は, 想定される重大事故等時におい

て，格納容器フィルタベント系により原子炉格納容器内における水素及び酸素を

排出する前までに，原子炉格納容器内の水素及び酸素の濃度を可燃限界未満にす

るために必要な窒素供給容量を確保するため１セット１台使用する。保有数は，

１セット１台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として１台の合計２台を保管する。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度は，想定される重大事故等時

に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲を測定できる設計と

する。 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度は，想定される重大事故等時

に原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，その可燃限界濃度を測定できる

設計とする。 

 

3.9.1.1.4 環境条件等 

基本方針については,「2.3.3 環境条件等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，屋外に保管及び設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬式窒素供給装置の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時

において，設置場所で可能な設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，原子炉棟内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，原子炉棟内に設置し,想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び

格納容器酸素濃度のサンプリング装置の操作は,想定される重大事故等時におい

て，中央制御室で可能な設計とする。 
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3.9.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については,「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，付属の操作スイッチにより，設

置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場所での手動操

作が可能な設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス

可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とす

る。 

可搬式窒素供給装置を接続する接続口については，簡便な接続とし,結合金具を

用いてホースを確実に接続することができる設計とする。また，接続口の口径を

統一する設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び

格納容器酸素濃度は，想定される重大事故等時において，他の系統と切り替える

ことなく使用できる設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び

格納容器酸素濃度は，想定される重大事故等時において，中央制御室にて監視及

びサンプリング装置の操作が可能な設計とする。 

3.9.1.1.6 試験検査 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，

分解又は取替えが可能な設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び

格納容器酸素濃度は，発電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認

（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容

器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度のサンプリング装置

は，発電用原子炉の停止中に運転により機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とする。 
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第 3.9－1表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

の主要機器仕様 

 

(1) 窒素ガス代替注入系 

ａ．可搬式窒素供給装置 

 兼用する設備は以下のとおり。 

 ・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

  台  数    １（予備１） 

  容  量    約 100Nm3/h/台 

 

(2) 格納容器フィルタベント系 

ａ．第１ベントフィルタスクラバ容器 

第 3.7－1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｂ．第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

 第 3.7－1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｃ．圧力開放板 

 第 3.7－1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｄ．第１ベントフィルタ出口水素濃度 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す

る。 

ｅ．第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す

る。 

 

(3) 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

ａ．格納容器水素濃度（ＳＡ） 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す

る。 

ｂ．格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す

る。 

ｃ．格納容器水素濃度 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す

る。 

ｄ．格納容器酸素濃度 

 第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載す
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3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備【53条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条 

発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋

その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施

設（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必要があ

る場合には，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

1 第53条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

a) 水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがないこと

を示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止する機能を

付けること。放射性物質低減機能を付けること。）を設置すること。

b) 想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる監

視設備を設置すること。

c) これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。
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3.10.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物等の水素爆発による損傷

を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備の構造図及び系統概

要図を第 3.10-1図から第 3.10-3図に示す。 

3.10.1.1 重大事故等対処設備 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備のうち，原子炉建物

等の損傷を防止するための水素濃度制御設備として，静的触媒式水素処理装置，

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度を設ける。

また，原子炉建物内の水素濃度が変動する可能性のある範囲にわたり測定するた

めの設備として，原子炉建物水素濃度監視設備を設ける。 

(1) 水素濃度制御による原子炉建物等の損傷を防止するための設備

ａ．静的触媒式水素処理装置による水素濃度の上昇抑制 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備のうち，炉心の

著しい損傷により原子炉格納容器から原子炉棟内に水素ガスが漏えいした

場合において，原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，水素濃度を可燃限界未

満に制御する重大事故等対処設備として，水素濃度制御設備である静的触媒

式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理

装置出口温度を使用する。 

静的触媒式水素処理装置は，運転員の起動操作を必要とせずに，原子炉格

納容器から原子炉棟に漏えいした水素ガスと酸素ガスを触媒反応によって

再結合させることで，原子炉棟内の水素濃度の上昇を抑制し，原子炉建物の

水素爆発を防止できる設計とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度

は，静的触媒式水素処理装置の入口側及び出口側の温度により静的触媒式水

素処理装置の作動状態を中央制御室から監視できる設計とする。静的触媒式

水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，常設代替直

流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・静的触媒式水素処理装置

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，原子炉棟を重大事故等対処設備として使用する。 
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b．水素濃度監視 

(a) 原子炉建物水素濃度監視設備による水素濃度測定

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備のうち，炉心

の著しい損傷により原子炉格納容器から原子炉棟内に漏えいした水素ガ

スの濃度を測定するため，炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度が

変動する可能性のある範囲で測定できる重大事故等対処設備として，原子

炉建物水素濃度監視設備である原子炉建物水素濃度を使用する。 

原子炉建物水素濃度は，中央制御室において連続監視できる設計とし，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉建物水素濃度

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備）

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備の主要機器仕様を第

3.10-1表に示す。 

常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替交流電源設備及び可搬

型代替交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 
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3.10.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度と原子

炉建物水素濃度は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる計測

方式とすることで多様性を有する設計とする。また，静的触媒式水素処理装置入

口温度，静的触媒式水素処理装置出口温度は，非常用交流電源設備に対して多様

性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電により作動

できる設計とする。原子炉建物水素濃度は，非常用交流電源設備に対して多様性

を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により作

動できる設計とする。電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設

備」に記載する。 

3.10.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，原子炉建物４階（燃料取替階）壁面近傍等に設置

し，他の設備と独立して作動する設計とするとともに，重大事故等時の再結合反

応による温度上昇が重大事故等時に使用する他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度，静的触媒式水素処理装置出口温度及び原子

炉建物水素濃度は，他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。また，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式

水素処理装置出口温度は，静的触媒式水素処理装置内の水素ガス流路を妨げない

配置及び寸法とすることで，静的触媒式水素処理装置の水素処理性能に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

3.10.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，想定される重大事故等時において，有効燃料部の

被覆管がジルコニウム－水反応により全て反応したときに発生する水素ガス（約

1,000kg）が，原子炉格納容器の設計圧力の２倍における原子炉格納容器漏えい率

に対して保守的に設定した漏えい率（10％/日）で漏えいした場合において，ガス

状よう素による性能低下及び水素再結合反応開始の不確かさを考慮しても，原子

炉棟の水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止するために必要な水

素処理容量を有する設計とする。 

また，静的触媒式水素処理装置は，原子炉棟内の水素ガスの効率的な除去を考

慮して分散させ，適切な位置に配置する。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，静

的触媒式水素処理装置作動時に想定される温度範囲を測定できる設計とする。 

原子炉建物水素濃度は，原子炉建物４階（燃料取替階）の壁面及び天井付近，
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並びに原子炉建物２階の非常用ガス処理系吸込配管近傍に分散させた適切な位置

に配置し，想定される重大事故等時において，原子炉棟内の水素濃度を測定でき

る設計とする。また，原子炉建物水素濃度は，原子炉建物４階（燃料取替階）以

外の水素ガスが漏えいする可能性の高いエリアにも設置し，水素ガスの早期検知

及び滞留状況を把握できる設計とする。 

3.10.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度，静的触媒式水素

処理装置出口及び原子炉建物水素濃度は，原子炉棟内に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

3.10.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度，静的触媒式水素

処理装置出口温度及び原子炉建物水素濃度は，想定される重大事故等時において，

他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

静的触媒式水素処理装置は，水素ガスと酸素ガスが流入すると触媒反応によっ

て受動的に起動する設備とし，操作不要な設計とする。静的触媒式水素処理装置

入口温度，静的触媒式水素処理装置出口温度及び原子炉建物水素濃度は，中央制

御室で監視が可能な設計とする。 

3.10.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として

触媒カートリッジの水素処理性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，発

電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正

が可能な設計とする。 

原子炉建物水素濃度は，発電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の

確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 
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第 3.10-1表 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備の 

主要機器仕様 

(1) 静的触媒式水素処理装置

種類 触媒反応式 

個数 18 

水素処理容量  約 0.50kg/h/個（水素濃度 4.0vol％，100℃，大気圧におい

て） 

(2) 静的触媒式水素処理装置入口温度

第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載する。

(3) 静的触媒式水素処理装置出口温度

第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載する。

(4) 原子炉建物水素濃度

第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様に記載する。
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3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

【設置許可基準規則】 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限

る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性

及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、

BWRにおいては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却

機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最

終ヒートシンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場へ

の熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系（RHR）の使用が不可能

な場合について考慮すること。 

また、PWR においては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁

による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送

ができること。 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０条３ｂ）に準ず

ること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 
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3.5.1 設置許可基準規則第 48条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し

た場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい

損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するための設備として，原子炉補

機代替冷却系，格納容器フィルタベント系を設ける。 

 

(1) 原子炉補機代替冷却系の設置（設置許可基準規則解釈の第１項 a)，b)，c)） 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪

失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉補機代替冷却系を使用する。 

原子炉補機代替冷却系は， 津波の影響を受けない場所に配備した可搬型の

移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車等で構成する。 

また，サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により，原子炉冷却機能が確

保できる一定の期間内に系統へ繋ぎ込み，最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送が

できる設計とする。 

当該設備は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）

に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分散を図った設計とする。（原

子炉補機代替冷却系の設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び

独立性，位置的分散については 3.5.2.1.3 項に詳細を示す。） 

 

(2) 格納容器フィルタベント系の設置（設置許可基準規則解釈の第１項 a)，b)，

d)） 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪

失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るため，格納容器フィルタベント系を使用する。 

当該設備は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モー

ド）及び原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）に対する多重性又は多様性及び独立

性，位置的分散を図った設計とする。（格納容器フィルタベント系の設計基準

事故対処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分散については

3.5.2.2.2項に詳細を示す。） 

当該設備は残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）が機能喪失し

た場合に使用する設計とする。 

また，当該設備は設置許可基準規則解釈の第 50条第１項 b)の要求を満たす

ものとする。（設置許可基準規則第 50 条に対する適合方針に関しては，「3.7 原

子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50条に

対する設計方針を示す章）」に示す。） 

当該設備を使用して格納容器ベントを実施した場合に放出される想定放射

性物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととする。

また，敷地境界を含む原子力発電所周辺の放射性物質の濃度及び放射線量を監

添3.5-2

61



視，測定する設備を設けるものとする。（発電所敷地境界での線量監視設備に

関しては，「3.17 監視測定設備（設置許可基準規則第 60条に対する設計方針

を示す章）」に示す。） 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機

能を期待するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付

ける。 

(3) 残留熱除去系

残留熱除去系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔離時の崩壊熱及び残留

熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉心冷却等を目的とし設置される設備であ

り，想定される重大事故等時においては，弁の切替え操作によって以下の２

モードを使用する。

ａ．原子炉停止時冷却モード

ｂ．サプレッション・プール水冷却モード

原子炉停止時冷却モードについては，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47条に対す

る設計方針を示す章）」，サプレッション・プール水冷却モードについては，

「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 49条に

対する設計方針を示す章）」で示す。 

(4) 原子炉補機冷却系

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機器で発生する熱

を冷却除去するために設けるものである。本系統は，想定される重大事故等

時においても，非常用機器，残留熱除去機器等の冷却を行うための機能を期

待する。 

  海水中の異物については，ポンプ出口に設置される原子炉補機海水ストレ

ーナで除去可能な設計とする。 

なお，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めの自主対策設備として，以下を整備する。 

(5) 大型送水ポンプ車による残留熱除去系除熱の実施

大型送水ポンプ車による残留熱除去系除熱手段は，原子炉補機代替冷却系

移動式代替熱交換設備が機能喪失した際に，大型送水ポンプ車により，外部

接続口を通じて海水を原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）に注水し，残留熱除

去系熱交換器の冷却を行うものであり，残留熱除去系を海水で直接冷却して
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除熱する手段を確保する。 

 

(6) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の実施 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手段は，残留熱

除去系が機能喪失した際に，残留熱代替除去系及び原子炉補機代替冷却系に

より，原子炉圧力容器へ注水するとともに，原子炉格納容器内の減圧及び除

熱を行うものであり，最終的な熱の逃がし場である海へ熱を輸送する手段を

確保する。 

 

(7) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱の実施 

耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱手段は，万

一，炉心損傷前に格納容器フィルタベント系が使用できない場合に，原子炉

格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系及び非常用ガス処理系を経由して，

主排気筒に沿って設置している排気管から排出することで，原子炉格納容器

内の減圧及び除熱を行うものであり，最終的な熱の逃がし場である大気へ熱

を輸送する手段を確保する。 

 

3.5.2 重大事故等対処設備 

3.5.2.1 原子炉補機代替冷却系 

3.5.2.1.1 設備概要 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）の有する最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，この機能を代替するため，原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器からの除熱を行うことを目的として使用する。 

本系統は，可搬型の移動式代替熱交換設備を用いて原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器からの除熱を行うものであり，熱交換器及び移動式代替熱交換設備淡水

ポンプを搭載した移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，電源設備（常設代

替交流電源設備），計測制御装置及び流路である原子炉補機冷却系の配管，弁及び

サージタンク，残留熱除去系の熱交換器，ホース，取水口，取水管及び取水槽並

びに燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，タンクローリ等から

構成する。 

移動式代替熱交換設備は，海水を冷却源としたプレート式熱交換器と移動式代

替熱交換設備淡水ポンプで構成され，移動可能とするために熱交換器及び移動式

代替熱交換設備淡水ポンプは車両に搭載する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，海を水源とし，移動式代替熱交換設備の熱交換器に送水

することで，熱交換後の海水を海へ排水する。また，移動式代替熱交換設備の海

水側配管及び大型送水ポンプ車の異物混入による機能低下を防ぐために，移動式

代替熱交換設備ストレーナを設置する。 

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車を含む海水側配管は，ホースを接続

することで流路を構成できる設計とする。また，移動式代替熱交換設備の淡水側
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配管については，ホースを移動式代替熱交換設備と原子炉建物の接続口に接続す

ることで流路を構成できる設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の全体構成としては，移動式代替熱交換設備の移動式代

替熱交換設備淡水ポンプにより，大型送水ポンプ車を用いて除熱された系統水を

接続口を介して原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）に送水し，残留熱除去系熱交換

器で熱交換を行う系統設計とする。熱交換後の系統水は，原子炉補機冷却系（区

分Ⅰ，Ⅱ）から接続口及びホースを介し，移動式代替熱交換設備に戻る構成とし，

熱交換器で除熱された系統水は再び原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）を通じて残

留熱除去系熱交換器に送水される。原子炉補機代替冷却系は，上記の循環冷却ラ

インを形成することで，系統水を除熱する。

大型送水ポンプ車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は

燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補

給できる設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-1 及び図 3.5-2，本系統に関する重大事故等

対処設備一覧を表 3.5-1に示す。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，移動式代替熱交換設備

に搭載された移動式代替熱交換設備淡水ポンプの操作スイッチ及び大型送水ポン

プ車の車両に搭載された操作スイッチにより，現場での手動操作によって運転を

行うものである。 
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表 3.5-1 原子炉補機代替冷却系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
移動式代替熱交換設備【可搬型】 

大型送水ポンプ車【可搬型】 

附属設備 移動式代替熱交換設備ストレーナ【可搬型】 

水源 

非常用取水設備 

取水口【常設】 

取水管【常設】 

取水槽【常設】 

流路 

原子炉補機冷却系配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 － 

電源設備※1 

（燃料補給

設備を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※2 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

※１：単線結線図を補足説明資料 48-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す

章）」で示す。 
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3.5.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 移動式代替熱交換設備

個数    :２式（予備１）

最高使用圧力:淡水側 1.37MPa[gage]/海水側 1.0MPa[gage]

最高使用温度:淡水側 70℃/海水側 65℃

設置場所  :屋外

保管場所  :第１，第３及び第４保管エリア

熱交換器 

伝熱容量  :約 23MW/式（海水温度 30℃において） 

伝熱面積  :約   m2/式 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

種類    ：うず巻形 

容量    ：300m3/h/台 

全揚程   ：75m 

最高使用圧力：1.37MPa[gage] 

最高使用温度：70℃ 

原動機出力 ：110kW 

個数 ：２ 

(2) 大型送水ポンプ車

種類 :うず巻形 

容量 :1,800m3/h/台 

吐出圧力  :1.2MPa[gage] 

最高使用圧力:1.4MPa[gage] 

最高使用温度:40℃ 

原動機出力 :1,193 kW 

個数 :２（予備１） 

設置場所  :屋外 

保管場所  :第１，第３及び第４保管エリア 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則

第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3.5.2.1.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

原子炉補機代替冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系（区

分Ⅰ，Ⅱ）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.5-2 で示すと

おり多様性，位置的分散を図った設計とする。ポンプについては，原子炉補機海

水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプと位置的分散された第１，第３及び第４保

管エリアの大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備の移動式代替熱交換設備淡

水ポンプを使用する設計とし，設置位置についても原子炉補機海水ポンプ及び原

子炉補機冷却水ポンプと位置的分散された屋外に配置する設計とする。電源につ

いて，移動式代替熱交換設備は，常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）

からの給電により駆動する設計とし，また，大型送水ポンプ車は，外部電源が不

要なディーゼルエンジンにより駆動する設計とすることで，原子炉補機海水ポン

プ及び原子炉補機冷却水ポンプの電源である非常用交流電源設備（非常用ディー

ゼル発電機）と共通要因によって同時に機能喪失しない設計とする。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と原子炉補機代替冷却系の独立性については，

表 3.5-3 で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同時に故障することを防止

するために独立性を確保する設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）の海水

系に対して独立性を有するとともに，移動式代替熱交換設備から原子炉補機冷却

系（区分Ⅰ，Ⅱ）配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系（区分

Ⅰ，Ⅱ）に対して独立性を有する設計とする。 

なお，静的機器の故障が系統機能喪失確率に与える影響は軽微であることから，

静的機器である原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）の配管については，設計基準事

故対処設備と重大事故等対処設備とで兼用している。また，動的機器である弁に

ついては，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備とで兼用しているが，定

期的な点検等により健全性を確認するとともに，異なる電源を供給する設計とす

ること，また，必要に応じて現場での手動操作も可能な設計とすることで駆動源

の多様化を図っている。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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表 3.5-2 多様性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ） 原子炉補機代替冷却系 

ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備（移動式代替

熱交換設備淡水ポンプ） 

原子炉建物１階 

屋外 

設置場所:屋外 

保管場所:第１，第３及び第４保管

エリア

水源 海 海（左記と取水位置が異なる） 

駆動用空

気 

不要 不要 

潤滑方式 原子炉補機冷却水ポンプ：油浴

方式，原子炉補機海水ポンプ：

水潤滑 

油浴方式 

冷却水 不要 不要 

駆動電源 非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

－ （大型送水ポンプ車） 

常設代替交流電源設備（ガスタービ

ン発電機）

（移動式代替熱交換設備（移動式代

替熱交換設備淡水ポンプ））

原子炉建物地下２階 ガスタービン発電機建物 
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表 3.5-3 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ） 原子炉補機代替冷却系 

共
通
要
因
故
障

地震 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）は耐

震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備である原子炉補機代替

冷却系は基準地震動Ｓｓで機能維持できる設計とすることで，

基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障することのない設計とす

る。 

津波 設計基準事故対処設備を設置する原子炉建物１階及び屋外と，

重大事故防止設備を保管する場所は，共に基準津波が到達しな

い位置とすることで，津波が共通要因となり故障することのな

い設計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と，

重大事故防止設備である原子炉補機代替冷却系は，火災が共通

要因となり故障することのない設計とする（「共－７重大事故等

対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢水 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と，

重大事故防止設備である原子炉補機代替冷却系は，溢水が共通

要因となり故障することのない設計とする（「共－８重大事故等

対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 
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3.5.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，屋外の第１，第３及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時に原子

炉建物の接続口付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重

大事故等時における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能が有

効に発揮することできるよう，以下の表 3.5-4のとおりの設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の操作は，移動式代替熱交

換設備及び大型送水ポンプ車に付属する操作スイッチにより，想定される

重大事故等時において，設置場所から操作可能な設計とする。風（台風）

による荷重については，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価

により転倒する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響

については，適切に除雪する運用とする。また，降水及び凍結により機能

を損なわないよう防水対策を行うとともに，凍結対策を行う。さらに，使

用時に海水を通水する移動式代替熱交換設備内の一部及び大型送水ポン

プ車は，海水の影響を考慮した設計とし，ストレーナを設置することで異

物の流入を防止する設計とする。 

（48-3，48-4，48-7，48-8） 
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表 3.5-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対

策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

使用時に海水を通水する機器については海水の影響を考

慮した設計とする 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷し

ないことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，原子炉建物外部に設置している接続口まで車両による運搬が可能な設

計とする。また，設置場所である原子炉建物脇及び取水槽脇にて輪留めに

よる固定等が可能な設計とする。ホースの接続作業に当たっては，特殊な

工具及び技量は必要とせず，簡便な結合金具による接続方式及びフランジ

接続方式並びに一般的な工具を使用することにより，確実に接続が可能な

設計とする。 

また，付属の操作盤により設置場所である原子炉建物脇において移動式

代替熱交換設備及び取水槽脇において大型送水ポンプ車の操作を行う。操

作盤の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘板を付

けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

が可能な設計とする。 

その他操作が必要な電動弁であるＡ又はＢ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁，

Ａ又はＢ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁及びＡ又はＢ－ＲＣＷ常用

補機冷却水出口切替弁については，中央制御室でのスイッチ操作より，遠

隔で弁を開閉することが可能な設計とする。中央制御室の操作スイッチを
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操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作牲を考慮して十分な操作空

間を確保する。また，操作対象については銘板を付けることで識別可能と

し，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

表 3.5-5 に操作対象機器の操作場所を示す。 

（48-3，48-4，48-7） 
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表 3.5-5 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

移動式代替熱交換設備 起動・停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作 

移動式代替熱交換設備

淡水ポンプ 

起動・停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作 

大型送水ポンプ車 起動停止 取水槽近傍 スイッチ操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ

供給配管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物１階 

 

手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ

戻り配管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物１階 

 

手動操作 

熱交換器ユニット流量

調整弁 

弁閉→弁開 熱交換器ユニット内 手動操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷

却水入口切替弁 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷

却水出口切替弁 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

ＡーＲＨＲ熱交冷却水

出口弁 

弁閉→弁調整

開 

原子炉建物２階 手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷

却水入口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物地下２階 手動操作 

ＲＣＷ Ａ－中央制御

室冷凍機入口弁 

弁開→弁閉 廃棄物処理建物２階 手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給配

管止め弁 

弁閉→弁開 屋外 

 

手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り配

管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物１階 

 

手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷

却水入口切替弁 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷

却水出口切替弁） 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

ＢーＲＨＲ熱交冷却水

出口弁 

弁閉→弁調整

開 

原子炉建物２階 手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷

却水入口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物地下２階 手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－中央制御

室冷凍機入口弁 

弁開→弁閉 廃棄物処理建物２階 手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機代替冷却系は，表 3.5-6に示すように発電用原子炉の運転中

又は停止中に，各機器の機能・性能試験，分解検査及び外観検査が可能な

設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に車両としての運転状態の確認が可

能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，移動式代替熱交

換設備のうち，熱交換器はフレームを取り外すことでプレート式熱交換器

の状態を試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可能な設計

とする。移動式代替熱交換設備淡水ポンプは，ケーシングカバーを取り外

して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視により

確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。大型送水ポンプ車は，

ケーシングを取り外すことでポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態

を試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

運転性能の確認として，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の

流量，系統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認を行うこ

とが可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，系統を構成する

弁は，単体で動作確認可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，

腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（48-5） 
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表 3.5-6 原子炉補機代替冷却系の試験・検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 

 

機能・性能試験 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を，試験

及び目視により確認又は取替え 

停止中 

 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を，試験

及び目視により確認又は取替え 

外観検査 熱交換器，ポンプ及びホースの外観の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，原子炉補機冷却系（区

分Ⅰ，Ⅱ）から原子炉補機代替冷却系に切り替えるために必要な操作弁に

ついては，原子炉補機代替冷却系移動式代替熱交換設備の接続ラインのＡ

ＨＥＦ供給配管止め弁とＡＨＥＦ戻り配管止め弁を開操作し，ＲＣＷ常用

補機冷却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁を閉操作する

ことで速やかに切り替えられる設計とする。なお，ＡＨＥＦ供給配管止め

弁とＡＨＥＦ戻り配管止め弁については，現場での手動ハンドル操作が可

能な設計とし，容易に操作可能とする。ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁

とＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁については中央制御室での操作スイ

ッチによる操作と共に，現場での手動ハンドル操作も可能な設計とし，容

易に操作可能とする。 

これにより図 3.5-3で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが可

能である。 

（48-4） 
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図 3.5-3 原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保タイムチャート* 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の

防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への

適合状況についての 1.5で示すタイムチャート 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車は，

通常時はＡＨＥＦ供給配管止め弁及びＡＨＥＦ戻り配管止め弁を表 3.5-7

で示すとおり閉運用しておくことで，接続先の系統と分離された状態で保

管する。 

原子炉補機代替冷却系を用いる場合は，弁操作によって，通常時の系統

構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，系統運転時には原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と原子炉補機代

替冷却系と同時に使用しない運用とすることで，相互の機能に影響を及ぼ

さない構成とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，輪留めによる固定等を

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（48-3，48-4，48-5） 

手順の項目

電源確認

冷却水確保

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）※１

移動，系統構成（非管理区域）

移動，系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

移動

移動式代替熱交換設備への電源ケーブル接続

※１：非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合は，中央制御室運転員Ａにて５分以内に可能である。

※２：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

備考1 2 3 4 5 6 7 8

要員(数)

原子炉補機代替冷却系による除熱

中央制御室運転員Ａ 1

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

緊急時対策要員

12

　緊急時対策要員6名で対応する。

移動式代替熱交設備配置，準備

　緊急時対策要員6名で対応する。大型送水ポンプ車配置，取水準備

送水準備（ホース敷設）

3

原子炉補機代替冷却系による除熱 ７時間20分
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表 3.5-7 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉補機冷却系

（区分Ⅰ，Ⅱ） 

ＡＨＥＦ供給配管止め弁 手動 通常時閉 

ＡＨＥＦ戻り配管止め弁 手動 通常時閉 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な機器の設置場所，操作場所を

表 3.5-8に示す。これらは全て炉心損傷前の操作となり，想定される事故

時における放射線量は高くなるおそれが少ないため，中央制御室又は設置

場所にて操作が可能である。 

（48-3，48-7） 
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表 3.5-8 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

移動式代替熱交換設備 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

移動式代替熱交換設備淡水

ポンプ 

原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

大型送水ポンプ車 取水槽近傍 取水槽近傍 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給

配管止め弁 

原子炉建物１階 原子炉建物１階 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り

配管止め弁 

原子炉建物１階 原子炉建物１階 

熱交換器ユニット流量調整

弁 

熱交換器ユニット内 熱交換器ユニット内 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水

入口切替弁 

原子炉建物地下１階 中央制御室 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水

出口切替弁 

原子炉建物地下２階 中央制御室 

ＡーＲＨＲ熱交冷却水出口

弁 

原子炉建物２階 原子炉建物２階 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水

入口弁 

原子炉建物地下２階 原子炉建物地下２階 

ＲＣＷ Ａ－中央制御室冷

凍機入口弁 

廃棄物処理建物２階 廃棄物処理建物２階 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給配管止

め弁 

屋外 屋外 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り配管止

め弁 

原子炉建物１階 原子炉建物１階 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水

入口切替弁 

原子炉建物地下１階 中央制御室 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水

出口切替弁 

原子炉建物地下２階 中央制御室 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口

弁 

原子炉建物２階 原子炉建物２階 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水

入口弁 

原子炉建物地下２階 原子炉建物地下２階 

ＲＣＷ Ｂ－中央制御室冷

凍機入口弁 

廃棄物処理建物２階 廃棄物処理建物２階 

ホース 屋外 屋外 
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3.5.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系は，想定される重大事故等時において，炉心の著

しい損傷を防止するために必要な伝熱容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，最終ヒートシンクへの熱を輸送する機能が喪失した場合であって，残

留熱除去系ポンプが起動可能な状況において，残留熱除去系等の機器で発

生した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する移動

式代替熱交換設備１セット１式と大型送水ポンプ車１セット１台を使用

する。 

移動式代替熱交換設備の容量は熱交換容量約 23MWとして，大型送水ポ

ンプ車の容量は流量 1,800m3/hとして設計し，炉心の著しい損傷の防止の

事故シーケンスのうち，崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）

において，事故発生８時間後に原子炉補機代替冷却系を用いて残留熱除去

系によるサプレッション・プール水冷却モード運転を行った場合に，同時

に原子炉補機代替冷却系を用いて燃料プール冷却系による使用済燃料プ

ールの冷却を行った場合の冷却効果を確保可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備の保有数は２セット２式に加えて，故障 

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１式の合計３

式を保管する。大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計

３台を保管する。 

（48-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備を接続するためのホー

スは，原子力建物側の接続口と口径を統一し，かつ，フランジ接続とする

ことで，常設設備と確実に接続ができる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車を接続するためのホー

スは，移動式代替熱交換設備の接続口と口径を統一し，かつ，簡便な接続

方式である結合金具による接続とすることで，確実に接続可能な設計とす

る。 

（48-3，48-7） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備の接続箇所である接続

口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災

の影響により接続できなくなることを防止するため，接続口をそれぞれ互

いに異なる複数の場所に設ける設計とする。具体的には原子炉補機冷却系

区分Ⅰに接続する接続口と，原子炉補機冷却系区分Ⅱに接続する接続口を

それぞれ設けることとし，原子炉建物南側屋外に１箇所，原子炉建物西側

屋外に１箇所設置し，位置的分散を図っている。また，残留熱除去系Ａ系

及びＢ系いずれもサプレッション・チェンバの除熱が可能であるため，原

子炉補機冷却系区分Ⅰ及びⅡそれぞれ接続口を設けることが可能な設計

とする。 

なお，第 50条の「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」

として残留熱代替除去系を設置し，原子炉補機代替冷却系移動式代替熱交

換設備を使用するが，この場合は原子炉補機冷却系区分Ⅱの接続口のみが

使用可能であるため本章における接続口の位置的分散の考えと異なる。残

留熱代替除去系の接続口の位置的分散については「3.7 原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50 条に対する設計
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方針を示す章）」で示す。 

（48-7） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項四）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，炉心損傷前の状況で屋外に設置する設備であり，想定される重大事故

等が発生した場合における放射線を考慮しても，線源からの離隔距離をと

ることにより，これら設備の設置及び常設設備との接続が可能とする。ま

た，現場での接続作業に当たって，簡便な結合金具による接続方式及びフ

ランジ接続方式により，確実に速やかに接続可能な設計とする。

（48-3，48-7） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項五）

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管

場所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮し，原子炉補機冷却水ポンプ，格納容器フィルタベ

ント系と位置的分散を図り，発電所敷地内の津波の影響を受けない場所に

ある第１，第３及び第４保管エリアの複数箇所に分散して保管する。 

（48-3，48-8） 
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(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第３項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

  

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，通常時は津波の影響を受けない場所に保管しており，想定される重大

事故等が発生した場合においても，可搬型重大事故等対処設備の運搬，移

動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルー

トを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート

について』参照） 

（48-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43 条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

原子炉補機代替冷却系は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故

防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設

備である原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）及び重大事故防止設備である格

納容器フィルタベント系と表 3.5-9で示すとおり多様性，位置的分散を図

る。また，最終ヒートシンクについても，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）

及び原子炉補機代替冷却系が海であることに対し，格納容器フィルタベン

ト系は大気とし，多様性を有する設計とする。 
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（48-2，48-3，48-4，48-7，48-8） 

 

表 3.5-9 原子炉補機代替冷却系の多様性，位置的分散 

項目 

 

設計基準事故 

対処設備 

重大事故等対処設備 

  

原子炉補機冷却系

（区分Ⅰ，Ⅱ） 

格納容器フィ

ルタベント系 

原子炉補機代替冷却系 

ポンプ（淡水） 

 

 

原子炉補機冷却水

ポンプ〈原子炉建

物〉 

－ 移動式代替熱交換設備 

（移動式代替熱交換設備

淡水ポンプ）〈屋外〉 

ポンプ（海水） 

 

原子炉補機海水ポ

ンプ〈屋外〉 

 

－ 大型送水ポンプ車〈屋外〉 

 

熱交換器 

 

 

原子炉補機冷却系 

熱交換器〈原子炉

建物〉 

－ 移動式代替熱交換設備 

（熱交換器）〈屋外〉 

最終ヒートシ

ンク 

海 大気 海 

駆動電源 

 

 

非常用ディーゼル 

発電機〈原子炉建

物〉 

不要 ガスタービン発電機〈ガス

タービン発電機建物〉 

〈 〉内は設置場所を示す。 
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3.5.2.2 格納容器フィルタベント系 

3.5.2.2.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系は，設計基準事故対処設備の有する最終ヒートシン

クへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷等を防止するため，

大気を最終ヒートシンクとして原子炉格納容器から熱を輸送することを目的とし

て使用する。 

本系統は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフィルタ銀ゼオライ

ト容器及び圧力開放板，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源

設備，代替所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備），計測制

御装置及び流路である窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フィルタ

ベント系の配管及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格納容器（サプレッ

ション・チェンバ，真空破壊弁を含む）で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガス

を窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物頂

部付近に設ける放出口から排出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境

への放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし

場である大気へ輸送できる設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-4，本系統に関する重大事故等対処設備一覧

を表 3.5-10に示す。 

格納容器フィルタベント系の詳細は，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための設備（設置許可基準規則第 50条に対する設計方針を示す章）」で記述し

ている。 
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表 3.5-10 格納容器フィルタベント系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 第１ベントフィルタスクラバ容器【常設】 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器【常設】 

圧力開放板【常設】 

附属設備 遠隔手動弁操作機構【常設】 

可搬式窒素供給装置【可搬型】 

水源 － 

排出元 原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊弁を含

む）【常設】 

流路 窒素ガス制御系配管・弁【常設】 

非常用ガス処理系配管【常設】 

格納容器フィルタベント系配管・弁【常設】 

注水先 － 

電源設備※１

（燃料補給設

備を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】

ＳＡロードセンタ【常設】

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】

ＳＡ電源切替盤【常設】

重大事故操作盤【常設】

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
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設備区分 設備名 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※2 スクラバ容器水位【常設】 

スクラバ容器圧力【常設】 

スクラバ容器温度【常設】 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ （高レンジ・低レンジ）

【常設】 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 【可搬型】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

※１：単線結線図を補足説明資料 50-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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3.5.2.2.2 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

格納容器フィルタベント系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格

納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，表 3.5-11に示すとおり多様性，位置的分散を図った

設計とする。 

残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）との独立性については，表

3.5-12で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同時に故障することを防止す

るために独立性を確保する設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁の電源については，常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作が可能な設計とすること

としているが，遠隔手動弁操作設備等を用いて必要に応じて現場での手動操作も

可能な設計とすることで駆動源の多様化を図っている。 

また，格納容器フィルタベント系については，残留熱除去系及び原子炉補機冷

却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と異なり，ポンプや熱交換器等を必要としないが，これらの

系統を構成する主要設備については，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（区分

Ⅰ，Ⅱ）に対して位置的分散を図った設計とする。 

なお，格納容器フィルタベント系の配管及び弁の一部については，残留熱除去

系及び原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）の配管及び弁と同一階に設置されている

が，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）の配管及び弁とは区画さ

れた部屋に設置することより，位置的分散を図った設計とする。 
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表 3.5-11 多様性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系（格納

容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系 

（区分Ⅰ，Ⅱ） 

格納容器フィルタ

ベント系 

ポンプ 残留熱除去ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

不要※１ 

原子炉建物地下２階 原子炉建物１階 

屋外 

水源 サプレッション・チ

ェンバ 

海 

原子炉建物地下２階 

駆動用

空気 

不要 不要 

潤滑方

式 

油浴方式 原子炉補機冷却水ポン

プ：油浴方式 

原子炉補機海水ポンプ：水

潤滑 

冷却水 原子炉補機冷却水系

及び原子炉補機冷却

海水系 

不要 

駆動電

源 

非常用交流電源設備

（非常用デイーゼル

発電機） 

非常用交流電源設備（非常

用デイーゼル発電機） 

原子炉建物地下２階 原子炉建物地下２階 

※１ 格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器については第１ベントフィルタ格納槽，

圧力開放板については，原子炉建物近傍に設置する。 
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表 3.5-12 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モ

ード） 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ） 

格納容器フィルタベント系 

 

共
通
要
因
故
障 

地震 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系

（区分Ⅰ，Ⅱ）は耐震 S クラス設計とし，重大事故防止設備で

ある格納容器フィルタベント系は基準地震動Ｓｓで機能維持で

きる設計とすることで，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障

することのない設計とする。 

津波 原子炉建物，第１ベントフィルタ格納槽及び原子炉建物頂部近

傍は，基準津波が到達しない位置に設置することで，津波が共

通要因となり故障することのない設計とする。  

火災 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系

（区分Ⅰ，Ⅱ）と，重大事故防止設備である格納容器フィルタ

ベント系は，火災が共通要因となり同時に故障することのない

設計とする（「共－７重大事故等対処設備の内部火災に対する防

護方針について」に示す）。 

溢水 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系

（区分Ⅰ，Ⅱ）と，重大事故防止設備である格納容器フィルタ

ベント系は，溢水が共通要因となり同時に故障することのない

設計とする（「共－８重大事故等対処設備の内部溢水に対する防

護方針について」に示す）。 
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3.5.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.5.3.1 原子炉補機冷却系 

3.5.3.1.1 設備概要 

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機器で発生する熱を冷

却除去するために設けるものである。本系統は，想定される重大事故等時におい

ても，非常用機器，残留熱除去系機器，燃料プール冷却系機器等の冷却を行うた

めの機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

本系統は，非常用炉心冷却系の区分Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲに対応して，原子炉

補機冷却系区分Ⅰ，原子炉補機冷却系区分Ⅱ，原子炉補機冷却系区分Ⅲに分け，

非常用炉心冷却系の各区分ごとに独立に冷却できる機能を有する。 

また，残留熱除去系機器の冷却は，残留熱除去系の２系統に対応して上記の原

子炉補機冷却系の区分Ⅰ，区分Ⅱの２区分に分離し，また，高圧炉心スプレイ系

機器の冷却は，原子炉補機冷却系区分Ⅲで独立に冷却を行うことができる。 

その他常用機器冷却は上記の原子炉補機冷却系の区分Ⅰ，区分Ⅱで行い，非常

時は弁により非常用機器冷却と分離することができる。 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-5 及び図 3.5-6，本系統に関する重大事故等

対処設備（設計基準拡張）一覧を表 3.5-13及び表 3.5-14に示す。 
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表 3.5-13 原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）に関する重大事故等対処設備 

（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉補機冷却水ポンプ【常設】 

原子炉補機海水ポンプ【常設】 

原子炉補機冷却系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源 非常用取水設備 

 取水口【常設】 

 取水管【常設】 

 取水槽【常設】 

流路 原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

電源設備※1 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※2 残留熱除去系熱交換器冷却水流量【常設】 

計装設備（補助）※3 ＲＣＷサージタンク水位【常設】 

ＲＣＷ熱交出口温度【常設】 

※１:電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※２:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※３:重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助

パラメータ。 
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表 3.5-14 原子炉補機冷却系（区分Ⅲ）に関する重大事故等対処設備 

（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ【常設】 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ【常設】 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源 非常用取水設備 

 取水口【常設】 

 取水管【常設】 

 取水槽【常設】 

流路 原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

電源設備※1 非常用交流電源設備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※2 ― 

※１:電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※２:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.5.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 原子炉補機冷却系

ａ． 区分Ⅰ及びⅡ 

(a) 冷却水ポンプ

容量 ：約 1,700m3/h/台 

個数 ：２/区分 

取付箇所 ：原子炉建物１階 

(b) 海水ポンプ

容量 ：約 2,000m3/h/台 

個数 ：２/区分  

取付箇所 ：屋外 

(c) 熱交換器

容量 ：約 10MW/基（海水温度 30℃において） 

個数 ：３/区分 

取付箇所 ：原子炉建物１階 

(2) 区分Ⅲ（高圧炉心スプレイ系補機冷却系）

ａ．冷却水ポンプ 

容量 ：約 240m3/h/台 

個数 ：１/区分 

取付箇所 ：原子炉建物地下２階 

ｂ．海水ポンプ 

容量 ：約 340m3/h/台 

個数 ：１/区分 

取付箇所 ：屋外 

ｃ．熱交換器 

容量 ：約 2.7 MW/基（海水温度 30℃において） 

個数 ：１/区分 

取付箇所 ：原子炉建物地下２階 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則

第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.5.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）は，想定される重大事故等時に重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関

する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行

う。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器，

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ及び高圧

炉心スプレイ補機冷却系熱交換器については，設計基準対象施設として使用する

場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計である。 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）は，二以上の発電用原子炉施設において

共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポンプ，及び原子炉補機冷却系熱交

換器については，設計基準事故時の最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能を兼用

しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な

容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器，高圧炉心スプレイ補機

冷却水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器については原子炉建物に

設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合における

原子炉建物内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮すること

ができるよう，表 3.5-15に示す設計とする。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプについては屋外に

設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合における

屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる

よう，表 3.5-16に示す設計とする。 

また，使用時に海水を通水する原子炉補機冷却系熱交換器内及び高圧炉心スプ

レイ補機冷却系熱交換器の一部並びに原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレ

イ補機海水ポンプは，海水の影響を考慮した設計とし，ストレーナを設置するこ

とで異物の流入を防止する設計とする。 
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表 3.5-15 想定する環境条件及び荷重条件（原子炉建物内） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統へ

の影響 

常時海水を通水するため，耐腐食性材料を使用する設

計とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷

しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本

方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 タービン建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても電磁波によりそ

の機能が損なわれない設計とする 

 

表 3.5-16 想定する環境条件及び荷重条件（屋外） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下

に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水

対策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統へ

の影響 

使用時に海水を通水する機器については海水の影響を

考慮した設計とする 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷

しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基

本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しな

いことを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波により

その機能が損なわれない設計とする。 

 

また，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）は中央制御室にて操作可能な設計

である。原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）の系統構成及び運転に必要な操作

機器は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線量が高くなるおそれ

が少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）については，設計基準対象施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計である。また，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポンプ，原子炉補機冷却水熱交換器，

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ及び高圧

炉心スプレイ補機冷却系熱交換器については，発電用原子炉の運転中又は停止中

に系統の機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁動作試験が可能な設計であ

り，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備) 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリを

維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備

を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した

場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそ

れがあるものに限る。）には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力

を大気中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損防止機能（炉心の

著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止す

るために必要な機能をいう。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う、適切な措置を講じたものでなければならない。 

(解釈) 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、限界圧力及び

限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超えることなく、原

子炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器

バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した

場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそ

れがあるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が

速い発電用原子炉施設である、BWR及びアイスコンデンサ型格納容器を有する

PWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

  ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するも

のであること。 

  ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられ

ていること。 
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ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器(例えばSGTS)や他

号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪影

響がない場合を除く。 

  ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子

炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

  ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操

作ができること。 

  ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃

がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策

がなされていること。 

  ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。た

だし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分に低い

圧力に設定されたラプチャーディスク(原子炉格納容器の隔離機能を目的

としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的としたもの)を使用す

る場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破壊する装置を設置する

場合を除く。 

  ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受

けない場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減するための遮蔽等

の放射線防護対策がなされていること。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性及び可能な限り

独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 
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3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

3.7.1 設置許可基準規則第 50条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を

防止するため,原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備として,

格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系を設ける。 

(1) 格納容器フィルタベント系の設置（設置許可基準規則解釈の第 3 項 a),b)） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において,原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために格納容器フィル

タベント系を使用する。

この設備は,重大事故緩和設備として整備し，以下のとおり設置許可基準規

則解釈の第３項ｂ）に対する要求事項を満たすものとする。 

ⅰ) 当該設備は排気中に含まれる放射性物質を低減するため，第１ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を設置する設

計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器にて，粒子状放射性物質の 99.9%以上，

ガス状の無機よう素に対して 99%以上を除去可能である。また，第１ベント

フィルタ銀ゼオライト容器にて，有機よう素に対して 98%以上を除去可能で

ある。 

ⅱ) 排気中に含まれる可燃性ガスの爆発防止等の対策として，当該系統内を可

搬式窒素供給装置にて不活性ガス（窒素ガス）にて置換した状態で待機し，

使用後には可搬式窒素供給装置を用いて，系統内を不活性ガスにて置換でき

る設計とする。これにより，格納容器ベント初期に排気中に含まれる可燃性

ガス及び使用後にスクラビング水の放射線分解により発生する可燃性ガス

による爆発を防ぐことが可能な設計とする。 

なお，格納容器ベント実施後に原子炉格納容器及びスクラビング水内に貯

留された核分裂生成物による水の放射線分解によって発生する可燃性ガス

の量は微量であり，また，連続して系外に排出されていることから，系統内

で可燃領域に達することはない。系統内で可燃性ガスが蓄積する可能性のあ

る箇所については，可燃性ガスを連続して排出するバイパスラインを設置す

ることで，局所的に滞留し，系統内で可燃性ガスの濃度が可燃領域に達する

ことを防止できる設計とする。 

ⅲ) 格納容器フィルタベント系を使用する際に流路となる窒素ガス制御系，非

常用ガス処理系及び格納容器フィルタベント系の配管等は，他号炉とは共用

しない。また，格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を隔離する弁は

直列で２弁設置し，格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を確実に隔
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離することで，悪影響を及ぼさない設計とする。 

iv) 重大事故等対策の有効性評価において，格納容器フィルタベント系を使用

しても原子炉格納容器が負圧にならないことを確認している。また，格納容

器ベント停止後に再度，格納容器代替スプレイ冷却系等により原子炉格納容

器内へのスプレイを行う場合は，原子炉格納容器が負圧とならないよう，原

子炉格納容器内圧力を確認し，規定の圧力まで減圧した場合には原子炉格納

容器内へのスプレイを停止する運用とする。 

v) 格納容器フィルタベント系の排出経路に設置される隔離弁は，遠隔手動弁

操作機構により人力で容易かつ確実に開閉操作が可能な設計とする。また，

電動弁については常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）又は可搬型

代替交流電源設備（高圧発電機車）からの給電により，中央制御室から開閉

操作が可能な設計とする。

vi) 格納容器フィルタベント系を使用する際に，操作が必要な隔離弁の遠隔手

動弁操作機構を介した操作場所は，原子炉建物付属棟に設置することで，作

業員の放射線防護を考慮した設計とする。 

ⅶ) 圧力開放板については，待機時に系統内を不活性ガス（窒素ガス）にて置

換する際の大気との障壁として設置する。また，バイパス弁は併置しないも

のの，圧力開放板は原子炉格納容器からの排気圧力（427kPa[gage]）と比較

して十分に低い圧力である約 80kPa[gage]にて破裂する設計であり，格納容

器フィルタベント系の使用の妨げにならない設計とする。 

ⅷ) 原子炉格納容器との接続位置は，サプレッション・チェンバ及びドライウ

ェルに設けるものとし，いずれからも格納容器フィルタベント系を用いた排

気を実施することができる設計とする。 

サプレッション・チェンバ側からの排気では，サプレッション・チェンバ

の水面からの高さを確保し，ドライウェル側からの排気では，有効燃料棒頂

部よりも高い位置に接続箇所を設けることにより，長期的にも溶融炉心及び

水没の悪影響を受けない設計とする。 

ix) 格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器及び使用時に高線量となる配管，機器等は地下

の格納槽に設置し，格納容器フィルタベント系の使用時に本系統内に蓄積さ

れる放射性物質から放出される放射線から作業員を防護する設計とする（詳

細は 3.7.2.1.4.1(6)参照）。 
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(2) 残留熱代替除去系の設置（設置許可基準規則第１項 a））

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために残留熱代替除去系を使用する。 

残留熱代替除去系は，サプレッション・チェンバを水源とし原子炉補機代替

冷却系による除熱と残留熱代替除去ポンプによる原子炉圧力容器への注水及

び原子炉格納容器内へのスプレイが可能な設計とする。 

(3) 格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系の多様性及び可能な限りの

独立性，位置的分散の確保（設置許可基準規則解釈の第４項）

格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段

を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）又

は人力により排出経路に設置される隔離弁を操作できる設計とすることで，残

留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設

備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散

して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

移動式代替熱交換設備の接続口は，共通要因によって接続できなくなること

を防止するため，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベン

ト系との離隔を考慮した設計とする。

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器並びに圧力開放板と，残留熱代替除去系の残留

熱代替除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系は，共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，格納容器フィ

ルタベント系と残留熱代替除去系は，互いに重大事故等対処設備として，可能

な限りの独立性を有する設計とする。 

なお，多様性及び可能な限りの独立性，位置的分散については，3.7.2.1.3

項に詳細を示す。 

なお，格納容器フィルタベント系の排気中に含まれる放射性物質を低減するた

めの自主対策設備として，以下を整備する。 
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(4) サプレッション・プール水 pH制御系等による格納容器 pH 制御 

設置許可基準規則解釈第３項ｂ）ⅰ）に関連する自主的な手段として，格納

容器フィルタベント系を使用する際，原子炉格納容器内が酸性化することを防

止し，サプレッション・チェンバのプール水中によう素を保持することでよう

素の放出量を低減するために，サプレッション・プール水 pH 制御系等により

原子炉格納容器内に薬液を注入する手段がある。 

サプッション・プール水 pH 制御系は，圧送用窒素ボンベにより薬液タンク

を加圧したのち，薬液注入弁を開することで，サプレッション・チェンバスプ

レイ配管に薬液を圧送し注入する構成とする。 

サプレッション・プール水 pH 制御系使用後に，残留熱代替除去ポンプを使

用することにより，サプレッション・チェンバのプール水を薬液として，ドラ

イウェルスプレイ配管からドライウェルにスプレイすることが可能である。ま

た，通常運転中より予めペデスタル内にアルカリ薬剤を設置することにより，

原子炉冷却材喪失事故発生直後においても原子炉格納容器内の酸性化を防止

することが可能である。 

 

(5) スクラビング水の補給及び排水設備 

設置許可基準規則解釈第１項ｂ）ⅰ）に関連する自主対策設備として，格納

容器フィルタベント系を使用した際に，系統内で蒸気凝縮によってスクラビン

グ水位が機能喪失となるまで上昇しないよう，ドレン移送ポンプを用いて間欠

的にスクラビング水をサプレッション・チェンバへ排水し，さらに薬液注入に

よるスクラビング水の pH 値の調整をすることで，第１ベントフィルタスクラ

バ容器を長期間使用することが可能な設計とする。 

また，本設備は事故後８日目以降に使用するものである。 

 

また,原子炉格納容器の負圧破損を防止するため，自主対策として以下の手段を

整備する。 

 

(6) 窒素ガス代替注入系による原子炉格納容器の負圧破損防止 

設置許可基準規則解釈第３項ｂ）ⅳ）に関連する自主的な手段として，原子

炉格納容器内の水蒸気凝縮による負圧破損を防止するとともに，原子炉格納容

器内の可燃性ガス濃度を低減するために，窒素ガス代替注入系により原子炉格

納容器へ窒素ガスを供給する手段がある。本系統は，可搬式窒素供給装置を窒

素ガス代替注入系配管に結合金具によりホースを接続し，可搬式窒素供給装置

にて発生した窒素ガスをドライウェル及びサプレッション・チェンバに供給可

能である。 

また，本手段は事故後８日目以降に使用するものである。 
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3.7.2 重大事故等対処設備 

3.7.2.1 格納容器フィルタベント系 

3.7.2.1.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるとともに，原子炉格納容器内に滞留す

る可燃性ガスを大気へ排出することを目的として使用する。 

本系統は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフィルタ銀ゼオライ

ト容器及び圧力開放板，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源

設備，代替所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備），計測制

御装置，及び流路である窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フィル

タベント系の配管及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格納容器（サプレ

ッション・チェンバ，真空破壊装置を含む）で構成する。 

本系統は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，排気圧力により圧力開

放板が破裂することにより，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系及び

非常用ガス処理系を経由し第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物頂部付近

に設ける放出口を通して排出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境へ

の放出を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

本系統を使用する際には，サプレッション・チェンバ内でのスクラビング効果

が期待できるウェットウェルベントを優先とするが，サプレッション・チェンバ

側のベントラインが水没した場合，若しくは何らかの原因によりサプレッショ

ン・チェンバ側からの格納容器ベントが実施できない場合は，ドライウェル側か

ら格納容器ベント（ドライウェルベント）を行う。なお，ドライウェルベントを

行った際には，サプレッション・チェンバ内のガスは真空破壊弁を経由してドラ

イウェルへ排出される。

本系統を使用した際に原子炉格納容器からのガスが流れる配管には，系統構成

上必要な隔離弁，圧力開放板が設置される。操作を行う必要がある隔離弁につい

ては，遠隔手動弁操作機構を用いて全ての電源喪失時においても原子炉建物付属

棟から人力にて操作を行うことが可能な設計とする。また，格納容器フィルタベ

ント系の配管ルートは，原子炉格納容器，第１ベントフィルタスクラバ容器及び

放出端の設置レベルを考慮し，ドレン溜まりが出来ないよう，ドレンが第１ベン

トフィルタスクラバ容器に戻るようなルート構成とする。

一方で，本系統を使用した際には，原子炉格納容器内に含まれる可燃性ガスが

本系統を経由して大気へ排出されるため，系統内での水素爆発を防ぐために，可

搬式窒素供給装置を用いて本系統内を不活性化する設計とする。また，系統内で

可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所については，可燃性ガスを連続して排出

するバイパスライン（水素バイパスライン）を設置し，系統内に可燃性ガスが蓄

積することを防止する設計とする。 

さらに，圧力開放板（第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器下流側）の下流に
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雨水排水ラインを設置し，放出口より流入した雨水が系統内に蓄積することを防

止する設計とする。 

本系統を使用した際には，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器及び入口側の配管の放射線量が高くなることから，地下の

格納槽に設置し，周辺での作業における被ばくを低減することとする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.7-1 に，本系統に関する重大事故等対処設備

一覧を表 3.7-1に示す。 
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表 3.7-1 格納容器フィルタベント系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 第１ベントフィルタスクラバ容器【常設】 

 第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器【常設】 

 圧力開放板【常設】 

附属設備 遠隔手動弁操作機構【常設】 

 可搬式窒素供給装置【可搬型】 

水源 － 

排出元 原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊弁を含

む）【常設】 

流路 窒素ガス制御系配管・弁【常設】 

 非常用ガス処理系配管【常設】 

 格納容器フィルタベント系配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 － 

電源設備※１ 

（燃料補給設備

を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
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設備区分 設備名 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備※２ スクラバ容器水位【常設】

スクラバ容器圧力【常設】

スクラバ容器温度【常設】

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

【常設】

第１ベントフィルタ出口水素濃度【可搬型】

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】

※１：単線結線図を補足資料２に示す。また，第１ベントフィルタ（主要設備）

へ蒸気を通すために動作が必要なベント弁の電源に関しても記載する。 

※２：要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

3.7.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 第１ベントフィルタスクラバ容器

材料 ：スクラビング水：

 水溶液（pH 以上） 

：金属フィルタ：

放射性物質除去効率 ：99.9%以上（粒子状放射性物質に対して） 

99%以上（無機よう素に対して） 

最高使用圧力 ：853kPa[gage] 

最高使用温度 ：200℃ 

系統設計流量 ：約9.8kg/s（格納容器圧力が427kPa[gage]において） 

個数 ：４ 

取付箇所 ：第１ベントフィルタ格納槽内 

(2) 第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器

材料        ：銀ゼオライト

放射性物質除去効率 ：98%以上（有機よう素に対して） 

最高使用圧力 ：427kPa[gage] 

最高使用温度 ：200℃ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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系統設計流量  ：約9.8kg/s（格納容器圧力が427kPa[gage]において） 

個数 ：１ 

取付箇所 ：第１ベントフィルタ格納槽内 

(3) 圧力開放板

設定破裂圧力 ：約80kPa[gage] 

個数 ：１ 

取付箇所 ：原子炉建物近傍 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計測設備（設置許可基準規

則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

3.7.2.1.3 格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系の多様性及び可能な限

りの独立性，位置的分散

格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系は，同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，表 3.7-2 に示すとおり多様性，位置的分散を図った設計と

する。格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系は，共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段

を用いることで多様性を有する設計とする。格納容器フィルタベント系は，可搬

型代替交流電源（高圧発電機車）又は人力により排出経路に設置される隔離弁を

操作することで，格納容器ベントによる原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させることができることから，弁やポンプの駆動に電源を要する残留熱代替除去

系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。残留熱代替除去系に使用する原

子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器

フィルタベント系から離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタ

ベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。移動式代替熱交換設備の接続口は，共通要因によって接続できなくなる

ことを防止するため，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベ

ント系との離隔を考慮した設計とする。格納容器フィルタベント系の第１ベント

フィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は地下の格納槽

内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，残留熱代替除去系の残留熱

代替除去ポンプ並びに残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは原

子炉建物内に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置

的分散を図る設計とする。格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系は，共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を有

する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散により，格納容器フィルタ

ベント系と残留熱代替除去系は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限り
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の独立性を有する設計とする。 

 

表 3.7-2 多様性，位置的分散 

項目 

重大事故等対処設備 

格納容器フィルタ 

ベント系 
残留熱代替除去系 

ポンプ 

不要※１ 

残留熱代替除去ポンプ 

原子炉建物地下２階 

熱交換器 

残留熱除去系熱交換器 移動式代替熱交換設備 

原子炉建物１階 
第１保管エリア及び 

第４保管エリア 

水源 
サプレッション・チェンバ 

原子炉建物地下２階 

駆動用空気 不要 

潤滑方式 油浴方式 

冷却水 原子炉補機代替冷却系 

駆動電源 

常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電機） 

ガスタービン発電機建物地上１階 

※１ 格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器は地下の格納槽内に，圧力開放板は原子炉建

物近傍の屋外に設置する 

 

3.7.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.7.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，第１ベントフィルタ格納槽内に設置

されている設備であることから，想定される重大事故等時における第１ベ

ントフィルタ格納槽内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効

に発揮することができるよう，以下の表 3.7-3に示す設計とする。 
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格納容器フィルタベント系の圧力開放板は，屋外（原子炉建物近傍）に

設置される設備であることから，想定される重大事故等時における屋外（原

子炉建物近傍）の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮

することができるよう，以下の表 3.7-4に示す設計とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なわないよう，放出口が屋外に開放

される配管については雨水が蓄積しない構造とする。第１ベントフィルタ

スクラバ容器は地下の格納槽に設置しているため，凍結しない設計とする。 

（50-4） 

 

表 3.7-3 想定する環境条件及び荷重条件（第１ベントフィルタ格納槽内） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射線 第１ベントフィルタ格納槽内で想定される温度，圧力，湿

度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系統への影響 海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。 

風（台風）・積雪 第１ベントフィルタ格納槽内に設置するため，風（台風）

及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波により機能

が損なわれない設計とする。 

 

表 3.7-4 想定する環境条件及び荷重条件（原子炉建物頂部付近） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射線 原子炉建物頂部付近で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統への影響 海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。 

風（台風）・積雪 屋外（原子炉建物屋上）で風荷重，積雪荷重を考慮しても

機能が損なわれない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波により機能

が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁（ＮＧＣ 

Ｎ２トーラス出口隔離弁，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁，NGC 非常

用ガス処理入口隔離弁）については，遠隔手動弁操作機構にて原子炉建物

付属棟より人力にて遠隔操作することにより，重大事故等の環境下におい

ても確実に操作が可能な設計とする。また，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離

弁，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離

弁は電源が復旧することにより，中央制御室でも遠隔操作可能である。Ｎ

ＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁が使用できない場合にはＮＧＣ非常用ガス

処理系入口隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作設備により，原子炉建物附

属棟より人力にて遠隔操作することも可能である。なお，ＮＧＣ非常用ガ

ス処理系入口隔離弁バイパス弁についても，電源が復旧することにより，

中央制御室でも遠隔操作可能である。表 3.7-5に操作対象機器を示す。 

また，流路に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベント系の使用の

妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低

い圧力で破裂することで操作が不要な設計とする。 

格納容器フィルタベント系使用時に，格納容器フィルタベント系に接続

される系統との隔離のための弁（ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，ＳＧＴ 

ＮＧＣ連絡ライン隔離弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁，ＳＧ

Ｔ耐圧強化ベントライン止め弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口弁，ＮＧＣ

常用空調換気入口弁後弁）については，中央制御室により閉操作，若しく

は閉確認をすることができる。 

表 3.7-5 に操作対象機器を示す。これら操作機器については，運転員の

アクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞ

れの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作

及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

（50-4，50-5） 
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表 3.7-5 操作対象機器 

機器名称 状態の

変化 

操作場所 操作方法 

第１ベントフ

ィルタスクラ

バ容器 

― ― ― 

第１ベントフ

ィルタ銀ゼオ

ライト容器 

― ― ― 

圧力開放板 閉 止 →

破裂 

― ― 

ＮＧＣ Ｎ２ト

ーラス出口隔

離弁 

弁 閉 →

弁開 

中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟

１階 

（原子炉建物内の

原子炉棟外） 

手動操作（遠隔手動弁操作機

構） 

ＮＧＣ Ｎ２ド

ライウェル出

口隔離弁 

弁 閉 →

弁開 

中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟

２階 

（原子炉建物内の

原子炉棟外） 

手動操作（遠隔手動弁操作機

構） 

ＮＧＣ非常用

ガス処理入口

隔離弁 

弁 閉 →

弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟

３階 

（原子炉建物内の

原子炉棟外） 

手動操作（遠隔手動弁操作機

構） 

ＮＧＣ非常用

ガス処理入口

隔離弁バイパ

ス弁 

弁 閉 →

弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟

３階 

（原子炉建物内の

原子炉棟外） 

手動操作（遠隔手動弁操作機

構） 

ＮＧＣ ＦＣＶ

Ｓ第１ベント

フィルタ入口

弁 

弁 開 確

認 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＳＧＴ ＮＧＣ

連絡ライン隔

離弁 

弁 閉 確

認 

 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＳＧＴ ＮＧＣ

連絡ライン隔

離弁後弁 

弁 閉 確

認 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＮＧＣ常用空

調換気入口隔

離弁 

弁 閉 確

認 

中央制御室 スイッチ操作※２ 
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機器名称 状態の

変化 

操作場所 操作方法 

ＮＧＣ常用空

調換気入口隔

離弁後弁 

弁 閉 確

認 

 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＳＧＴ耐圧強

化ベントライ

ン止め弁 

弁 閉 確

認 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＳＧＴ耐圧強

化ベントライ

ン止め弁後弁 

弁 閉 確

認 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

※１ 中央制御室にてランプ確認を行う 

全開でないことが確認された場合は，原子炉建物付属棟より遠隔手動弁

操作機構を用いて開操作を行う。 

※２ 中央制御室にてランプ確認を行う 

全閉若しくは全開でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操

作を行う。 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため,発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器は，発電

用原子炉の停止中にマンホールを開放して内部構造物の外観検査が可能な

設計とする。 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器については，発電用原子炉の停止

中にマンホールを開放して内部構造物の外観検査が可能であることに加え，

内部に設置されている吸着材試験片（銀ゼオライト）を用いてよう素除去

性能試験が可能な設計とする。 

圧力開放板については，発電用原子炉の停止中にホルダーから取外して

定期的に取替えが可能な設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系において原子炉格納容器から放出口ま

でのラインを構成する電動弁については，表 3.7-6 に示すように発電用原

子炉の停止中に機能・性能試験が可能な設計とする。発電用原子炉の運転

中については，弁の開閉動作の確認により系統内に封入されている窒素が

外部に排出されることを防止するため，開閉動作の確認は実施しない。ま

た，機能・性能試験として，格納容器フィルタベント系の主配管は漏えい
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の有無の確認が可能な設計とする。 

 

表3.7-6 格納容器フィルタベント系の試験及び検査 

プラント

状態 

項目 内容 

停止中 機能・性能

点検 

漏えい試験 

銀ゼオライトよう素除去性能試験 

弁開閉動作の確認 

外観検査 第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器の容器外面並びに内部構造物の

外観の確認 

分解検査 圧力開放板の取替え 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては,通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器,第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器及び圧力開放板については本来の用途以外

の用途には使用しない。 

本系統を使用する際には,流路に接続される弁（ＮＧＣ Ｎ２トーラス出

口隔離弁，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁，ＮＧＣ非常用ガス処理入

口隔離弁）を電源喪失時においても遠隔手動弁操作機構にて原子炉建物付

属棟より人力にて遠隔操作することにより,排気ガスを第１ベントフィル

タスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器に導くことが可

能である。また，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁，ＮＧＣ Ｎ２ドライウ

ェル出口隔離弁，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁は電源が復旧すること

により,中央制御室でも遠隔操作可能である。ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔

離弁が使用できない場合にはＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁

を遠隔手動弁操作機構により原子炉建物附属棟より人力にて操作すること

も可能である。ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁は,電源が復旧

することにより，中央制御室でも遠隔操作可能である。 

これにより，図 3.7-2 及び図 3.7-3 で示すタイムチャートのとおり速や

かに切替え操作が可能である。 

（50-5） 
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第 3.7－2図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱（Ｗ／Ｗ） タイムチャート（現場操作による格納容

器ベント）* 

 

 

第 3.7－3図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱（Ｄ／Ｗ） タイムチャート（現場操作による格納容

器ベント）* 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況についての 1.7に示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防止等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系は,原子炉棟換気系，窒素ガス制御系及び非常

用ガス処理系が接続されている。 

通常時に使用する系統としては表 3.7-7のとおり,窒素ガス制御系及び非

常用ガス処理系があるが，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁，ＮＧＣ非常

用ガス処理入口隔離弁バイパス弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁及びＳ

ＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁を閉状態とすることでこれらの系統とは

隔離され，悪影響を防止する。 

一方で，重大事故等時において格納容器フィルタベント系を使用する際

に，排出経路を構成するための隔離境界箇所は，表 3.7-8のとおりである。 

手順の項目

系統構成

ベント実施操作（第１弁開操作）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

※２：非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合は，中央制御室運転員Ａにて25分以内で可能である。

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱

（Ｗ／Ｗ）

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

※１

120

電源確認

中央制御室運転員Ａ １

※１：ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開とする。中央制御室運転員Ａにて実施した場合，20分以内で可能である。

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

原子炉格納容器ベント開始

55分※２

手順の項目

系統構成

ベント実施操作（第１弁開操作）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

※２：非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合は，中央制御室運転員Ａにて25分以内で可能である。

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

※１：ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開とする。中央制御室運転員Ａにて実施した場合，20分以内で可能である。

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

電源確認

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱

（Ｄ／Ｗ）

中央制御室運転員Ａ １ ※１

原子炉格納容器ベント開始

55分※２
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原子炉棟換気系との接続箇所は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁，ＮＧ

Ｃ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁とＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁，ＮＧ

Ｃ非常用ガス処理系入口隔離弁バイパス弁の間となっており，系統を隔離

する弁は直列に２弁設置してある。格納容器フィルタベント系から１つ目

の弁は通常時閉，電源喪失時にはフェイルクローズにより閉となる空気作

動弁である。２つ目の弁は通常時閉の電動弁であり，電源喪失時にはアズ

イズとなるため，中央制御室での閉確認が必要である。 

また，非常用ガス処理系はＮＧＣ非常用ガス処理系入口隔離弁，ＮＧＣ

非常用ガス処理系入口隔離弁バイパス弁とＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフ

ィルタ入口弁との間に接続され，系統を隔離する弁は直列に各２弁ずつ設

置してある。格納容器フィルタベント系から１つ目の弁は通常時閉，電源

喪失時にはフェイルクローズにより閉となる空気作動弁である。２つ目の

弁は通常時閉の電動弁であり，電源喪失時にはアズイズとなるため，中央

制御室での閉確認が必要である。 

以上のことから，格納容器フィルタベント系は，通常時は弁により他の

系統と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，重大事故等時の排出経路と他の系統

及び機器との間に表 3.7-8 に示すように隔離弁を直列に２弁設置し，格納

容器フィルタベント系使用時に確実に隔離することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

（50-4，50-5） 

 

表 3.7-7 他系統との隔離弁（通常時） 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

窒 素 ガ ス

制御系 

ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁 電動駆動 通常時閉 

 

ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁

バイパス弁 

電動駆動 通常時閉 

 

非 常 用 ガ

ス処理系 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め

弁 

空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 
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表 3.7-8 他系統との隔離弁（重大事故等時） 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

非常用ガ

ス処理系 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁後

弁 

電動駆動 通常時閉 

 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め

弁 

空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め

弁後弁 

電動駆動 通常時閉 

 

原子炉棟

換気系 

ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁後

弁 

電動駆動 通常時閉 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，

操作場所を表 3.7-9 に示す。このうち，格納容器フィルタベント系の第１

ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器に

ついては，当該系統を使用した際に放射線量が高くなることから地下の格

納槽の中に設置することにより，重大事故等対処設備の操作及び復旧作業

に影響を及ぼさない設計とする。また，第１ベントフィルタスクラバ容器

へ接続する配管についても，同様に地下の格納槽の中に設置する。 

格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁について

は，排気ガスに含まれる放射性物質により，当該弁に直接近接して操作を

行うことは困難であるため，中央制御室又は離れた場所から遠隔操作が可

能な設計とする。また操作場所は，原子炉建物付属棟に設置することで，

運転員の放射線防護を考慮した設計とする。 

（50-4） 
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表 3.7-9 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

第１ベントフィルタ装

置 

スクラバ容器 

第１ベントフィルタ格

納槽内 

－ 

第１ベントフィルタ装

置 

銀ゼオライト容器 

第１ベントフィルタ格

納槽内 

－ 

圧力開放板 原子炉建物頂部付近 － 

ＮＧＣ Ｎ２トーラス

出口隔離弁 

 

原子炉建物地下１階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

原子炉建物附属棟１階 

（原子炉建物内の原子炉棟

外） 

ＮＧＣ Ｎ２ドライウ

ェル出口隔離弁 

原子炉建物２階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

原子炉建物附属棟２階 

（原子炉建物内の原子炉棟

外） 

ＮＧＣ非常用ガス処理

入口隔離弁 

 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

原子炉建物附属棟３階 

（原子炉建物内の原子炉棟

外） 

ＮＧＣ非常用ガス処理

入口隔離弁バイパス弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

原子炉建物附属棟３階 

（原子炉建物内の原子炉棟

外） 

ＮＧＣ ＦＣＶＳ第１

ベントフィルタ入口弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ラ

イン隔離弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ラ

イン隔離弁後弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

ＮＧＣ常用空調換気入

口隔離弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

ＮＧＣ常用空調換気入

口隔離弁後弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

ＳＧＴ耐圧強化ベント

ライン止め弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

ＳＧＴ耐圧強化ベント

ライン止め弁後弁 

原子炉建物３階 

（原子炉棟内） 

中央制御室 

真空破壊弁 原子炉格納容器内 ― 
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格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器の設計流量については,想定される重大

事故等時において原子炉格納容器内で発生する蒸気量に対して，排出可能

な蒸気量を大きくすることで，原子炉格納容器を減圧するために十分な排

出流量を有する設計とする。 

スクラビング水位については，想定される重大事故シナリオにおいて，

第１ベントフィルタスクラバ容器の粒子状放射性物質に対する除去効率が

金属フィルタと組み合わせて 99.9%以上確保可能な水位とする。 

スクラビング水の待機時の薬液添加濃度については，想定される重大事

故等時のスクラビング水 pH 値の低下を考慮しても，無機よう素に対する除

去効率が 99%以上確保できる pH  以上を維持可能な添加濃度とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の金属フィルタの許容エアロゾル量に

ついては，想定される重大事故シナリオにおいて当該系統を使用した際に，

金属フィルタへ流入するエアロゾル量を算定し，金属フィルタの閉塞が生

じないだけの十分な容量を有する設計とする。 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器の吸着ベッドは，想定される排気

ガスの流量に対して，有機よう素に対する除去効率が 98%以上となるために

必要な吸着剤と排気ガスとの接触時間を十分に確保できる吸着層厚さ及び

有効面積を有する設計とする。 

圧力開放板は，格納容器フィルタベント系の使用の妨げにならないよう，

原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力である約

80kPa[gage]で破裂する設計とする。 

3.7.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.2 容量等」に示す。 

（50-7） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

格納容器フィルタベント系は，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

格納容器フィルタベント系は重大事故緩和設備であり，代替する設計基

準事故対処設備はないものと整理するが，原子炉格納容器の過圧破損防止

の同一目的である残留熱代替除去系に対して共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器の減圧手段を用

いることで多様性を有する設計とする。また，非常用交流電源設備（非常

用ディーゼル発電機）に対して多様性を有する常設代替交流電源設備（ガ

スタービン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）からの

給電により駆動できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器は地下の格納槽に，圧力開放板は原子炉

建物近傍の屋外に設置し，残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプ並び

に残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは原子炉建物内に

設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散

を図る設計とする。 

一方で，格納容器フィルタベント系は，設置許可基準規則第 48条におい

ては，常設耐震重要重大事故防止設備兼常設重大事故緩和設備と整理し，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の安全機能を代替する。残

留熱除去系（格納容器冷却モード）については，サプレッション・チェン

バ内のプール水をドライウェル及びサプレッション・チェンバの気層部に

スプレイし，崩壊熱及び燃料の過熱に伴う燃料被覆管（ジルカロイ）と水

の反応による発生熱を除去するものである。ドライウェルにスプレイされ

た水は，ベント管を通ってサプレッション・チェンバ内に戻り，サプレッ
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ション・チェンバ内にスプレイされた水とともに残留熱除去ポンプにより，

熱交換器によって冷却された後，再びスプレイされる。 

したがって，当該系統については目的を果たすための原理及び構成機器

を共有するものではなく，更には設置エリアは近接していないため，共通

要因によって同時に機能喪失となることはない。 

（50-2，50-4，50-5） 
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3.7.2.2 残留熱代替除去系 

3.7.2.2.1 設備概要 

残留熱代替除去系は，炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下させることを目的として使用する。 

残留熱代替除去系は，サプレッション・チェンバのプール水を残留熱代替除去

ポンプにより原子炉圧力容器へ注水及び原子炉格納容器内ヘスプレイするととも

に，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車を用い

て除熱することで，発電用原子炉の循環冷却を行うことができる設計とする。 

残留熱代替除去系は，残留熱代替除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，電源設

備（常設代替交流電源設備，代替所内電気設備），計測制御装置及び，水源である

サプレッション・チェンバ，流路である残留熱除去系の配管，弁，ストレーナ及

び格納容器スプレイ・ヘッダ，注水先である原子炉圧力容器及び原子炉格納容器

から構成される。 

サプレッション・チェンバのプール水は，残留熱除去系の配管を通り，残留熱

代替除去ポンプに供給される。残留熱代替除去ポンプにより昇圧された系統水は，

残留熱除去系の配管及び熱交換器を通り，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格

納容器内へのスプレイに使用される。 

また，原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器の破損を判断した場

合は，原子炉格納容器内へのスプレイを行うことも可能とする。 

原子炉圧力容器に注水された系統水は，原子炉圧力容器や原子炉格納容器内配

管の破断口等から流出し，原子炉格納容器内ヘスプレイされた系統水とともに格

納容器ベント管からサプレッション・チェンバに戻ることにより，循環冷却ライ

ンを形成する。

なお，重大事故等時における想定として，非常用炉心冷却系等の設計基準事故

対処設備に属する動的機器は，機能を喪失していることが前提条件となっている

ことから，本系統は，全交流動力電源喪失した場合でも，常設代替交流電源設備

（ガスタービン発電機）から代替所内電気設備を経由して給電することにより駆

動が可能な設計としている。 

前述のとおり，本系統はサプレッション・チェンバを水源として，原子炉圧力

容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイに使用する系統であるが，重大

事故等時におけるサプレッション・チェンバの水温は 100℃を超える状況が想定さ

れ，高温水を用いて原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイ

を行った場合，原子炉格納容器に対して更なる過圧の要因となり得る。このため，

残留熱代替除去系を行う場合は，原子炉補機代替冷却系からの冷却水の供給によ

り，残留熱除去系熱交換器を介した冷却機能を確保する。 

なお，残留熱代替除去系の機能を確保する際に使用する系統からの核分裂生成

物の放出を防止するため，残留熱代替除去系による循環ラインは閉ループにて構

成する。 
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残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備

淡水ポンプ及び熱交換器を搭載した移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，

電源設備（常設代替交流電源設備），計測制御装置，及び流路である原子炉補機冷

却系の配管，弁及びサージタンク，ホース，取水口，取水管，取水槽，並びに燃

料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，タンクローリ等から構成さ

れる。 

移動式代替熱交換設備は，海水を冷却源としたプレート式熱交換器と移動式代

替熱交換設備淡水ポンプで構成され，移動可能とするために熱交換器及び移動式

代替熱交換設備淡水ポンプは車両に搭載する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，海を水源とし，移動式代替熱交換設備の熱交換器に送水

することで，熱交換後の海水を海へ排水する。また，移動式代替熱交換設備には

異物混入による機能低下を防ぐために，機器付のストレーナを設置する。 

原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備の淡水側において，残留熱除

去系熱交換器で熱交換を行った系統水を移動式代替熱交換設備により冷却及び送

水し，再び残留熱除去系熱交換器で熱交換を行う循環冷却ラインを形成し，移動

式代替熱交換設備の海水側において，大型送水ポンプ車により海水を取水し，移

動式代替熱交換設備に送水することで淡水側との熱交換を行い，熱交換後の系統

水を海へ排水する。ここで，移動式代替熱交換設備の淡水側は，ホースを移動式

代替熱交換設備と原子炉建物の接続口に接続することで流路を構成し，移動式代

替熱交換設備の海水側は，移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車等をホース

で接続することで流路を構成する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は

燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補

給できる設計とする。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，移動式代替熱交換設備

に搭載された移動式代替熱交換設備淡水ポンプの操作スイッチ及び大型送水ポン

プ車の車両に搭載された操作スイッチにより，現場での手動操作によって運転を

行うものである。 

本系統に関する系統概要図を図 3.7-4，本系統に関する重大事故等対処設備一覧

を表 3.7-10に示す。 
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図 3.7-4 残留熱代替除去系 系統概要図
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表 3.7-10 残留熱代替除去系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 残留熱代替除去ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

移動式代替熱交換設備【可搬型】 

大型送水ポンプ車【可搬型】 

附属設備 - 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】 

非常用取水設備 

 取水口【常設】 

 取水管【常設】 

 取水槽【常設】 

流路 原子炉補機冷却系配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

残留熱除去系配管・弁・ストレーナ【常設】 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

ホース【可搬型】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

原子炉格納容器【常設】 

電源設備※２ 

（燃料補給設

備を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※３ 残留熱代替除去系原子炉注水流量【常設】 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量【常設】 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料 50-2 に示す。 
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電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す  

る設計方針を示す章）」に示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

3.7.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 残留熱代替除去ポンプ

種類 ：ターボ形 

容量 ：150m3/h/台 

全揚程 ：70m 

最高使用圧力 ：2.50MPa 

最高使用温度 ：185℃ 

個数 ：１（予備１） 

取付箇所 ：原子炉建物地下２階 

原動機出力  ：75kW 

(2) 残留熱除去系熱交換器

容量 ：約 9.1MW 

伝熱面積 ：約  m2 

個数 ：１ 

(3) 移動式代替熱交換設備

個数 ：２式（予備１） 

最高使用圧力 ：淡水側 1.37MPa[gage]／海水側 1.0MPa[gage] 

最高使用温度 ：淡水側 70℃／海水側 65℃ 

設置場所 ：屋外 

保管場所 ：第１保管エリア及び第４保管エリア 

熱交換器 

伝熱容量 ：約 23MW/式（海水温度 30℃において） 

伝熱面積  m2/式 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

種類     ：うず巻形 

容量     ：300m3/h/台 

：約    

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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全揚程    ：75m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：70℃ 

原動機出力  ：110kW 

個数     ：２ 

 

(4) 大型送水ポンプ車 

種類     ：うず巻形 

容量     ：1800m3/h/台 

吐出圧力   ：1.2MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.2MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

原動機出力  ：1,193  kW 

個数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第１保管エリア及び第４保管エリア 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備に

ついては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 
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3.7.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.7.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する残留熱代替除去ポンプは，原子炉建物付属

棟内に設置する設備であり，残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱

交換器は，原子炉棟内に設置する設備であることから，想定される重大事

故等時における原子炉建物付属棟内，原子炉棟内の環境条件及び荷重条件

を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.7-11

に示す設計とする。 

残留熱代替除去ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中

央制御室の操作スイッチから可能な設計とする。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備は屋外の第１保管エリア及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時

に原子炉建物の接続口付近の屋外に設置する設備であり，原子炉補機代替

冷却系の大型送水ポンプ車は，屋外の第１保管エリア及び第４保管エリア

に保管し，重大事故等時に取水槽付近の屋外に設置する設備であることか

ら，想定される重大事故等時における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮

し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.7-12に示す

設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の操作は，想定される重大

事故等時において移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車に付属の操

作スイッチにより，設置場所から可能な設計とする。風（台風）による荷

重については，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転

倒する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響について

は，適切に除雪する運用とする。また，降水及び凍結により機能を損なわ

ないよう防水対策を行うとともに，凍結対策を行う。さらに，使用時に海

水を通水する移動式代替熱交換設備内の一部，及び大型送水ポンプ車は，

海水の影響を考慮した設計とし，ストレーナを設置することで異物の流入

の防止を考慮した設計とする。 
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また，残留熱代替除去系運転後における配管等の周囲の線量低減のため，

フラッシングが可能な設計とする。

（50-4，50-5，50-8，50-9） 

表 3.7-11 想定する環境条件及び荷重条件（残留熱代替除去ポンプ，残留熱除去

系熱交換器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内，原子炉棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷し

ないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物付属棟内，原子炉棟内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

表 3.7-12 想定する環境条件及び荷重条件（移動式代替熱交換設備及び大型送水

ポンプ車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対

策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

使用時に海水を通水する機器については，海水の影響を考

慮した設計とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮して上で機器が損傷し

ないことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する残留熱代替除去ポンプの起動は，中央制御

室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

また，系統構成に必要な弁操作は，中央制御室の操作スイッチによる操作

が可能な設計とする。 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操

作性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

また，操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操

作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。想定される重大事

故等時の環境条件（被ばく影響）を考慮し，確実に操作が可能な設計とする。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設

備は，原子炉建物外部に設置している接続口まで屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，車両による運搬が可能な設計と

する。また，設置場所である原子炉建物脇にて輪留めによる固定等が可能な

設計とする。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車は，

取水槽付近まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とする

とともに，車両による運搬が可能な設計とする。また，設置場所である原子

炉建物脇にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，簡

便な結合金具による接続及びフランジ接続並びに一般的な工具を使用するこ

とにより，確実に接続が可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備は，付属の操作スイッチにより設置場所であ

る原子炉建物脇において操作が可能な設計とし，大型送水ポンプ車は，付属

の操作スイッチにより設置場所である取水槽脇において操作が可能な設計と

する。付属の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作

牲を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘板を

つけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

が可能な設計とする。 

その他の操作が必要な電動弁については，原子炉建物付属棟３階に設置し

ているＳＡ電源切替盤より，配線用しゃ断器の「入」「切」操作にて電源を切

り替えた後，中央制御室に設置している重大事故操作盤のスイッチ操作より，
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遠隔で弁を開閉することが可能な設計とする。操作盤の操作スイッチを操作

するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確

保する。また，操作対象については運転員の操作及び監視性を考慮して確実

に操作が可能な設計とする。 

また，残留熱代替除去系運転中に残留熱除去系ストレーナが閉塞した状況

を想定し，残留熱除去系ストレーナを逆洗操作することが可能な設計とする。

具体的な操作としては残留熱代替除去ポンプのＳ／Ｐ水吸込弁である「ＲＨ

Ｒ ＲＨＡＲライン入口止め弁」の開操作及び残留熱代替除去ポンプの出口弁

である「ＲＨＡＲライン流量調節弁」を閉操作し，残留熱代替除去系に大量

送水車から外部水源を供給することにより，逆洗操作を実施する。表 3.7-13

に操作対象機器の操作場所を示す。 

（50-4，50-5，50-8） 

 

 

表 3.7－13 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

Ａ－残留熱代替除去ポンプ 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－残留熱代替除去ポンプ 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口止

め弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＡＲライン流量調節弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライ

ン止め弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライ

ン流量調節弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡ラ

イン流量調節弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＲＨＲ注水弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２

スプレイ弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

移動式代替熱交換設備 起動停止 原子炉建物近

傍 

スイッチ操作 

移動式代替熱交換設備淡水ポ

ンプ 

起動停止 原子炉建物近

傍 

スイッチ操作 

大型送水ポンプ車 起動停止 取水槽近傍 スイッチ操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配

管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物１

階 

手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配

管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物１

階 

手動操作 
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機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

熱交換器ユニット流量調整弁 弁閉→弁開 熱交換器ユニ

ット内 

手動操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水入

口切替弁 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水出

口切替弁 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

ＡーＲＨＲ熱交冷却水出口弁 弁閉→弁調

整開 

原子炉建物２

階 

手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水入

口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物地

下２階 

手動操作 

ＲＣＷ Ａ－中央制御室冷凍

機入口弁 

弁開→弁閉 廃棄物処理建

物２階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ供給配

管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物１

階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ戻り配

管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物１

階 

手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入

口切替弁 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出

口切替弁） 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

ＢーＲＨＲ熱交冷却水出口弁 弁閉→弁調

整開 

原子炉建物２

階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入

口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物地

下２階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－中央制御室冷凍

機入口弁 

弁開→弁閉 廃棄物処理建

物２階 

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

残留熱代替除去系である残留熱代替除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換

器は，表 3.7-14及び表 3.7-15に示すように発電用原子炉の運転中に機能・

性能試験が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に機能・性能

試験と分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

残留熱代替除去ポンプは，発電用原子炉の停止中にケーシングカバーを

取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分解

検査が可能な設計とする。 

残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に鏡板を取外して，熱

交換器部品（伝熱管等）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，テストタンクを水源とし，

残留熱代替除去ポンプを起動させテストタンクへ送水する試験を行うテス

トラインを設けることで，機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とする。 

なお，Ａ－ＲＨＲ注水弁から原子炉圧力容器，Ｂ－ＲＨＲドライウェル

第２スプレイ弁から原子炉格納容器までのラインについては，発電用原子

炉の運転中又は停止中にＡ－ＲＨＲ注水弁，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２

スプレイ弁の弁開閉動作の確認を実施することで機能・性能が確認可能な

設計とする。 

また，残留熱代替除去系の流路を確保するためのＲＨＲ ＲＨＡＲライン

入口止め弁，ＲＨＡＲライン流量調節弁，ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン

止め弁，ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン流量調節弁，ＲＨＲ ＰＣＶスプ

レイ連絡ライン流量調節弁についても，発電用原子炉の運転中又は停止中

に弁開閉動作の確認を実施することで機能・性能が確保可能な設計とする。 

ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査等に合わせて外観

の確認が可能な設計とする。 

これらの試験を組み合わせることにより，残留熱代替除去系の機能を確

認できる設計とする。 

（50-6） 
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表 3.7－14 残留熱代替除去ポンプの試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

停止中 機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ部品の表面状態を，試験及び

目視により確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 

表 3.7－15 残留熱除去系熱交換器の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 機能・性能試験 漏えいの確認 

停止中 機能・性能試験 漏えいの確認 

分解検査 
熱交換器部品の表面状態を，試験及

び目視により確認 

外観検査 熱交換器外観の確認 

原子炉補機代替冷却系は，表 3.7-16に示すように発電用原子炉の運転中又は停

止中に，各機器の機能・性能試験，分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，発電

用原子炉の運転中又は停止中に車両としての運転状態の確認が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，移動式代替熱交換設備

のうち，熱交換器はフレームを取り外すことでプレート式熱交換器の状態を試験

及び目視により確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。移動式代替熱

交換設備淡水ポンプは，ケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸

受，羽根車等）の状態を試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可能

である。大型送水ポンプ車は，ケーシングを取り外すことでポンプ部品（主軸，

軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可

能な設計とする。 

運転性能の確認として，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車流量，系

統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認を行うことが可能な設計

とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，系統を構成する弁は，

単体で動作確認可能な設計とする。 
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ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食

等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（50-6） 

表 3.7-16 原子炉補機代替冷却系の試験・検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は停

止中 

機能・性能試

験 

運転性能,漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を,試験及

び目視により確認又必要に応じて取替え 

外観検査 熱交換器,ポンプ及びホースの外観の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系である残留熱代替除去ポンプは，重大事故等に対処す

るための目的のみに使用されるため，本来の用途以外の用途には使用しな

い。残留熱除去系熱交換器は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

また，残留熱代替除去系の主ラインからの分岐部については，残留熱除去

系をバウンダリとし，適切な地震荷重との組合せを考慮した上でバウンダ

リ機能が喪失しない設計とする。

原子炉補機代替冷却系である移動式熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

本来の用途以外の用途には使用しない。 

なお，通常時に使用する系統である原子炉補機冷却系から重大事故等時に

対処するために原子炉補機代替冷却系に系統を切り替える場合，切り替え

操作としては，弁開閉操作（原子炉補機代替冷却系を閉操作，移動式代替

熱交換設備の接続ラインのＡＨＥＦ供給配管止め弁とＡＨＥＦ戻り配管止

め弁を開操作，ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機冷却水

出口切替弁を閉操作），ホース敷設及び接続作業，移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車の移動，設置，起動操作を行う。弁についてはＡＨＥ
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Ｆ供給配管止め弁とＡＨＥＦ戻り配管止め弁については，現場での手動ハ

ンドル操作が可能な設計とし，容易に操作可能とする。ＲＣＷ常用補機冷

却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁については，中央制御

室での操作スイッチによる操作とともに，現場での手動ハンドル操作も可

能な設計とし，容易に操作可能とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の移動，設置，起動操作及

び系統の切替えに必要な弁操作については，図 3.7-5 で示すタイムチャー

トのとおり速やかに切替えが可能である。 

（50-5） 

 

 

 

図 3.7-5 残留熱代替除去系のタイムチャート* 
 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の

防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への

適合状況についての 1.7で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

残留熱代替除去系は，通常待機時はＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口止め弁及

びＲＨＡＲライン流量調節弁）を閉止することで残留熱除去系と隔離する

系統構成としており，残留熱除去系に対して悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

手順の項目

電源確認，系統構成

冷却水確保

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）※１

系統構成

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

移動

移動式代替熱交換設備への電源ケーブル接続

緊急時対策要員6名で対応する。

主配管（可搬型）等の接続

送水準備（ホース敷設）

緊急時対策要員6名で対応する。

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

8

要員(数)

中央制御室運転員Ａ 1

移動式熱交換設備配置，準備

12

緊急時対策要員

※１：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※１：非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合は，中央制御室運転員Ａにて５分以内に可能である。

4 5 6 7

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代
替冷却系による補機冷却水確保

備考1 2 3

3

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始 ７時間20分
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他系統との隔離弁を表 3.7-17に示す。 

 

残留熱代替除去系を用いる場合は，弁操作によって，通常時の系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

また，サプレッション・チェンバのプール水に含まれる放射性物質の系

外放出を防止するため，残留熱代替除去系は閉ループにて構成する設計と

する。 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備と大型送水ポンプ車は，通常時は接続先の系統と分離して保管するこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

また，原子炉補機冷却系と原子炉補機代替冷却系を同時に使用しない運

用とすることで，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却系を用いる場合は，接続，弁操作等によって，通常

時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車は，輪留めによる固定等をす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

（50-4，50-5，50-6） 

 

表 3.7-17 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

ＲＨＲ ＲＨＡＲライ

ン入口止め弁 

残留熱除去系 電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＲＨＡＲライン流量

調節弁 

残留熱除去系 電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

残留熱代替除去系及び原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な機器の

設置場所，操作場所を表 3.7-18に示す。このうち，残留熱代替除去ポンプ，

ＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口止め弁，ＲＨＡＲライン流量調節弁，ＲＨＲ Ａ

－ＦＬＳＲ連絡ライン止め弁，ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン流量調節弁，

ＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡ライン流量調節弁については中央制御室から

操作を可能とし，Ａ－ＲＨＲ注水弁，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２スプレ

イ弁については中央制御室に重大事故操作盤，原子炉建物付属棟にＳＡ電

源切替盤を設置し，遠隔操作が可能な設計とする。その他，原子炉建物で

手動弁の操作が必要であるが，操作は残留熱代替除去系起動前の状況のた

め，アクセス及び操作への放射線による大きな影響はない。 

なお，屋外にホースを敷設する場合は，放射線量を確認して，適切な放

射線対策に基づき作業安全を確保した上で作業を実施する。 

また，残留熱代替除去系を運転すると，系統配管廻りが高線量になる可

能性があり，操作に必要な機器に近づけないおそれがあるため，運転開始

後に操作が必要な弁，ポンプについては遠隔操作可能な設計とする。 

残留熱代替除去系の運転開始後において系統の配管周辺が高線量になる

範囲を最小限にするため，主ラインからの分岐部については，残留熱除去

系をバウンダリとし，適切な地震荷重との組合せを考慮した上でバウンダ

リ機能が喪失しない設計とする。 

また，残留熱代替除去系が機能喪失した場合に必要な操作及び監視，残

留熱代替除去系の運転と同時に必要な操作，残留熱代替除去系運転時に必

要な復旧作業（残留熱除去系の復旧作業）において，放射線によるアクセ

ス性への影響を低減するため，高線量が想定される箇所については遮蔽体

を配備する等の適切な放射線防護対策を行う。 

なお，残留熱代替除去系運転後長期における系統廻りの線量低減対策と

して，系統水を入れ替えるためにフラッシング可能な設計としている。具

体的な操作としては，残留熱除去系ポンプのサプレッション・プール吸込

弁を閉じ，残留熱代替除去系に大量送水車から外部水源を供給することに

より，系統のフラッシングを実施する。 

 

（50-4，50-8）  
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表 3.7-18 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－残留熱代替除去ポンプ 原子炉建物地下２階 

（原子炉建物付属棟） 

中央制御室 

Ｂ－残留熱代替除去ポンプ 原子炉建物地下２階 

（原子炉建物付属棟） 

中央制御室 

ＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口止め

弁 

原子炉建物地下２階 中央制御室 

ＲＨＡＲライン流量調節弁 原子炉建物地下２階 中央制御室 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン

止め弁 

原子炉建物２階 中央制御室 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン

流量調節弁 

原子炉建物２階 中央制御室 

ＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡ライ

ン流量調節弁 

原子炉建物中１階 中央制御室 

Ａ－ＲＨＲ注水弁 原子炉建物２階 中央制御室 

Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２ス

プレイ弁 

原子炉建物２階 中央制御室 

移動式代替熱交換設備 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

移動式代替熱交換設備淡水ポン

プ 

原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

大型送水ポンプ車 取水槽近傍 取水槽近傍 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配管

止め弁 

原子炉建物１階 

 

原子炉建物１階 

 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配管

止め弁 

原子炉建物１階 

 

原子炉建物１階 

 

熱交換器ユニット流量調整弁 熱交換器ユニット内 熱交換器ユニット

内 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口

切替弁 

原子炉建物地下１階 中央制御室 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口

切替弁 

原子炉建物地下２階 中央制御室 

ＡーＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物２階 原子炉建物２階 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水入口

弁 

原子炉建物地下２階 原子炉建物地下２

階 

ＲＣＷ Ａ－中央制御室冷凍機

入口弁 

廃棄物処理建物２階 廃棄物処理建物２

階 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ供給配管

止め弁 

原子炉建物地下１階 原子炉建物地下１

階 
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機器名称 設置場所 操作場所 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ戻り配管

止め弁 

原子炉建物地下１階 原子炉建物地下１

階 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口

切替弁 
原子炉建物地下１階 中央制御室 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口

切替弁 

原子炉建物地下２階 中央制御室 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物２階 原子炉建物２階 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入口

弁 

原子炉建物地下２階 原子炉建物地下２

階 

ＲＣＷ Ｂ－中央制御室冷凍機

入口弁 

廃棄物処理建物２階 廃棄物処理建物２

階 

ホース 屋外 屋外 
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3.7.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱代替除去系は，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても原子炉格納容器の破損を防止するととも

に，原子炉格納容器の除熱をする設計とする。 

残留熱代替除去系で使用する残留熱代替除去ポンプは，炉心の著しい損

傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な流量を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の流量としては，炉心損傷後の原子炉格納容器破損防

止の評価事故シーケンスのうち，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合」に係る有効性評

価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性が確認さ

れている循環流量が 150m3/h（原子炉圧力容器への注入流量が 30m3/h，原子

炉格納容器へのスプレイ流量が 120m3/h）又は，「高圧溶融物放出/格納容器

雰囲気直接加熱」に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付

書類十）において有効性が確認されている循環流量が 120m3/h（原子炉格納

容器へのスプレイ流量）である。残留熱代替除去ポンプは１台あたり

150m3/h以上の流量を確保可能なため，１台使用する設計とする。 

残留熱代替除去ポンプは，水源と移送先の圧力差，静水頭，機器圧損，

配管及び弁類圧損を考慮し，残留熱代替除去ポンプ１台運転で循環流量

150m3/h達成可能な揚程で設計する。 

残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対

処設備の残留熱除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備としての伝

熱容量が，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の

破損を防止するために必要な伝熱容量に対して十分であるため，設計基準

事故対処設備と同仕様で設計する。 

残留熱除去系熱交換器の容量は，重大事故等対処設備として使用する場

合における熱交換量がサプレッション・チェンバのプール水温約 170℃の場

合において約 15MWであるが，重大事故等対処設備として想定する条件での

必要伝熱面積に対して，設計基準事故対処設備として想定する条件での必

要伝熱面積が大きいことから，設計基準事故対処設備としての海水温度
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30℃，サプレッション・チェンバのプール水温 52℃の場合の熱交換量約

9.1MWとする。 

（50-7） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，

二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

残留熱代替除去系は重大事故緩和設備であり，代替する設計基準事故対

処設備はないものと整理するが，原子炉格納容器の過圧破損防止の同一目

的である格納容器フィルタベント系に対して，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器の減圧手段を

用いることで多様性を有する設計とする。また，非常用交流電源設備（非

常用ディーゼル発電機）に対して多様性を有する常設代替交流電源設備（ガ

スタービン発電機）からの給電により駆動できる設計とする。

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器は地下の格納槽内に，圧力開放板は原子

炉建物近傍の屋外に設置し，残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプ並

びに残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは原子炉建物内
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に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分

散を図る設計とする。 

残留熱代替除去ポンプは，設計基準事故対処設備である残留熱除去ポン

プと共通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう，位置的

分散を図る設計とする。また，電源，冷却水を含むサポート系は独立性を

有した設計としており，それぞれ異なる電源から供給することで多様性を

有した設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の常設設備である移動式代替熱交換設備接続口か

ら原子炉補機冷却系に繋がるまでの弁及び配管は，設計基準事故対処設備

である原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能が損なわれないよ

う，可搬型重大事故等設備として移動式熱交換設備及び大型送水ポンプ車

を設置する。「(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性(設置許可基準規則第 43条第３項七）」の適合性で示す。 

（50-2，50-4，50-5） 

3.7.2.2.3.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，炉心の著しい損

傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な伝熱容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系熱交換器で発生

した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する移動式代

替熱交換設備１セット１式と大型送水ポンプ車１セット１台を使用する。 

移動式代替熱交換設備の容量は熱交換容量約 23MWとして，大型送水ポン

プ車の容量は流量 1,800m3/hとして設計し，原子炉補機代替冷却系を使用す

る有効性評価「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧過温破損）

残留熱代替除去系を使用する場合」において事故発生 10 時間後に残留熱代

替除去系による原子炉圧力容器への注水及び格納容器のスプレイの同時運

転を行った場合，又は有効性評価「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接
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加熱」において事故発生 10時間後に残留熱代替除去系による格納容器スプ

レイ及び格納容器スプレイによる格納下部の溶融炉心の冷却を行った場合

に，同時に原子炉補機代替冷却系を用いて燃料プール冷却系による燃料プ

ールの冷却を行った場合の冷却効果を確保可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備の保有数は，２セット２式に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１セットの合計

３式を保管する。大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計

３台を保管する。 

（50-7） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備を接続するためのホースは，原子炉建物側の接続口と口径を統一しか

つフランジ接続とすることで，常設設備と確実に接続ができる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車を接続するためのホー

スは，移動式代替熱交換設備の接続口と口径を統一しかつ簡便な接続方式

である結合金具による接続とすることで，確実に接続ができる設計とする。 

（50-8） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

物の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示
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す。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備の接続箇所である接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなることを防止する

ため，接続口を格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ

容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器との離隔を考慮し，原子炉

建建物西側及び南側から接続できる箇所を１個ずつ計２個設けることで，

互いに異なる複数の場所に接続口を設ける設計とする。 

（50-8） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3項四）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器ベントを実施していない状況で屋

外に設置する設備であり，想定される重大事故等が発生した場合における

放射線を考慮しても，線源からの離隔距離をとることにより，これら設備

の設置及び常設設備との接続が可能とする。また，現場での接続作業に当

たって，簡便な結合金具による接続方式及びフランジ接続方式により，確

実に速やかに接続が可能な設計とする。 

（50-4，50-8） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3項五）

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防止等」に示す。 
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残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備及び大型送水ポンプ車は，地震，津波その他の自然現象又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，原子炉補機冷却

水ポンプ，格納容器フィルタベント系と位置的分散を図り，発電所敷地内

にある第１保管エリア及び第４保管エリアの複数箇所に分散して保管する。 

（50-4，50-9） 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第 3項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換

設備及び大型送水ポンプ車は，通常時は津波の影響を受けない場所に保管

しており，想定される重大事故等が発生した場合においても，可搬型重大

事故等対処設備の運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考

慮して複数のアクセスルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保

管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（50-10） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43条第 3項七）

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故等に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
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残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，設置許可基準規

則第 50条においては重大事故緩和設備であるが，移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能，燃料プールの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故等に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備である

原子炉補機冷却系及び原子炉格納容器の過圧破損防止の同一目的である格

納容器フィルタベント系と表 3.7-19で示すとおり多様性，位置的分散を図

る。また，最終ヒートシンクについても，原子炉補機冷却系及び原子炉補

機代替冷却系が海であることに対し，格納容器フィルタベント系は大気と

し，多様性を有する設計とする。 

（50-2，50-4，50-5，50-8，50-9） 

表 3.7-19 原子炉補機代替冷却系の多様性,位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却系 格納容器フィル

タベント系

原子炉補機代替冷却系 

ポンプ 

（淡水） 

原子炉補機冷却水ポン

プ 

＜原子炉建物＞ 
― 

移動式代替熱交換設備 

（移動式代替熱交換設

備淡水ポンプ） 

＜屋外＞ 

ポンプ 

（海水） 

原子炉補機海水ポンプ 

＜屋外＞ ― 

大型送水ポンプ車 

＜屋外＞ 

熱交換器 

原子炉補機冷却系 

熱交換器 

＜原子炉建物＞ 

― 

移動式代替熱交換設備 

（熱交換器） 

＜屋外＞ 

最終ヒー

トシンク
海 大気 海 

駆動電源 

非常用ディーゼル 

発電機 

＜原子炉建物＞ 

不要 

ガスタービン発電機 

＜ガスタービン発電設

備建物＞ 

＜＞内は設置場所を示す。 
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3.7.3 その他設備 

3.7.3.1 サプレッション・プール水 pH制御系等による格納容器 pH制御 

3.7.3.1.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系を使用する際，原子炉格納容器内が酸性化すること

を防止し，サプレッション・チェンバのプール水中によう素をよう化物イオンと

して保持することでよう素の放出量を低減するために，サプレッション・プール

水 pH 制御系等により原子炉格納容器内に薬液を注入する手段を整備する。なお，

サプレッション・プール水 pH制御系は事業者の自主的な取り組みで設置するもの

である。 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心に含まれるよう素がサプレッショ

ン・チェンバのプール水へ流入し溶解する。また，原子炉格納容器内のケーブル

被覆材には塩素等が含まれており，重大事故等時にケーブルの放射線分解と熱分

解により塩酸等の酸性物質が大量に発生するため，サプレッション・チェンバの

プール水が酸性化する可能性がある。サプレッション・チェンバのプール水が酸

性化すると，水中に溶解しているよう化物イオンが無機よう素となりサプレッシ

ョン・チェンバの気相部へ放出され，また，無機よう素とサプレッション・チェ

ンバ内の塗装等の有機物が反応し，有機よう素が生成*１されるという知見がある。 

そこで，サプレッション・チェンバのプール水をアルカリ性に保つため，pH 制

御として水酸化ナトリウムをサプレッション・チェンバに注入する。よう素の溶

解量と pHの関係については，米国の論文*２にまとめられており，サプレッション・

チェンバのプール水をアルカリ性に保つことで，気相部へのよう素の移行を低減

することが期待できる。 

サプレッション・プール水 pH 制御系は，圧送用窒素ボンベにより薬液タンクを

加圧したのち，薬液注入弁を開することで，サプレッション・チェンバスプレイ

配管に薬液を圧送し注入する構成とする。 

サプレッション・プール水 pH 制御系は，格納槽内に設置している薬液タンク隔

離弁（２弁）を中央制御室からの遠隔操作，又は現場での操作により開操作する

ことで，薬液を混入させる。 

サプレッション・プール水 pH 制御系使用後に，残留熱代替除去ポンプを使用す

ることにより，サプレッション・チェンバのプール水を薬液として，ドライウェ

ルスプレイ配管からドライウェルにもスプレイすることが可能である。また，通

常運転中より予めペデスタル内にアルカリ薬剤を設置することにより，原子炉冷

却材喪失事故発生直後においても原子炉格納容器内の酸性化を防止することが可

能である。 

 

＊１:「シビアアクシデント時の格納容器内の現実的ソースターム評価」（日本原

子力学会）によると，無機よう素並びに有機よう素が生成されるメカニズ

ムは，以下のとおりと考えられている。 
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【無機よう素反応】 Ⅰ- + ・OH → ・Ⅰ + OH- 

 2・Ⅰ→Ⅰ2 

【有機よう素反応】 ORG + ・OH →→ 6・ORG 

・ORG + Ⅰ2 → HVRI/LVRI + ・Ⅰ

ORG:原子炉格納容器内の有機物 

・:ラジカル

HVRI:高揮発性有機よう素 

LVRI:低揮発性有機よう素 

＊２：米国原子力規制委員会による研究（NUREG-1465）や，米国 Oak Ridge Nat

ional Laboratory による論文（NUREG/CR-5950）によると，pHが酸性側に

なると，水中に溶解していたよう素が気体となって気相部に移行するとの

研究結果が示されている。NUREG-1465 では，原子炉格納容器内に放出さ

れるよう素の化学形態と，よう素を水中に保持するための pH制御の必要

性が整理されている。また，NUREG/CR-5950では，酸性物質の発生量と p

Hが酸性側に変化していく経過を踏まえて，pH制御の効果を達成するため

の考え方が整理されている。これらの論文での評価内容を参照し，２号炉

の状況を踏まえ，サプレッション・チェンバへのアルカリ薬液の注入時間

及び注入量を算定している。 

3.7.3.1.2 他設備への悪影響について 

サプレッション・プール水 pH 制御設備等を使用することで,アルカリ薬液であ

る水酸化ナトリウムを原子炉格納容器へ注入する。この際，悪影響として懸念さ

れるのは， 

・アルカリとの反応で原子炉格納容器が腐食することによる，原子炉格納容器バ

ウンダリのシール性への影響

・アルカリとの反応で水素ガスが発生することによる原子炉格納容器の圧力上昇，

及び水素燃焼である。 

このうち，原子炉格納容器の腐食については，pH 制御したサプレッション・チ

ェンバのプール水の水酸化ナトリウムは低濃度であり，原子炉格納容器バウンダ

リを主に構成している炭素鋼の腐食領域ではないため悪影響はない。同様に，原

子炉格納容器のシール材についても耐アルカリ性を確認した改良 EPDMを使用する

ことから，原子炉格納容器バウンダリのシール性に対する悪影響はない。 

また，水素ガスの発生については，原子炉格納容器内では配管の保温材やグレ

ーチングに両性金属であるアルミニウムや亜鉛を使用しており，水酸化ナトリウ
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ムと反応することで水素ガスが発生する。しかしながら，原子炉格納容器内のア

ルミニウムと亜鉛が全量反応し水素ガスが発生すると仮定しても，ジルコニウム

－水反応で発生する水素量に比べて十分少ないため，原子炉格納容器の異常な圧

力上昇は生じない。さらに，原子炉格納容器内は窒素ガスにより不活性化されて

おり，本反応では酸素ガスの発生がないことから，水素ガスの燃焼も発生しない。 

(50-11) 

3.7.3.2 窒素ガス代替注入系 

3.7.3.2.1 設備概要 

原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による負圧破損を防止するとともに原子炉格納

容器内の可燃性ガス濃度を低減するために窒素ガス代替注入系を使用する手段を

整備する。なお，本手段は事業者の自主的な取り組みによるものである。また，

本手段は事故後８日目以降に使用するものである。 

重大事故等時に放射線分解により可燃性ガスが発生した場合，発電用原子炉運

転中は常時原子炉格納容器内を窒素ガスで置換しているため，事故発生直後に可

燃性ガス濃度が可燃限界に至ることはないが，事故後８日目以降は，可燃性ガス

濃度が可燃限界に至る可能性がある。また，崩壊熱の減少により原子炉格納容器

内の水蒸気発生量が減少することにより原子炉格納容器内が負圧に至る可能性が

ある。そのため，可燃性ガス濃度を可燃限界以下に抑制し，原子炉格納容器の負

圧破損を防止するため，窒素ガス代替注入系による窒素供給を行う。 

本系統は，可搬式窒素供給装置を窒素ガス代替注入系配管に結合金具によりホ

ースを接続し，可搬式窒素供給装置を現場にて操作することで，発生した窒素ガ

スをドライウェル及びサプレッション・チェンバに供給可能である。
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3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備【52条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による

破損を防止する必要がある場合には，水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には，排出経路での水素爆発

を防止すること，放射性物質の低減設備，水素及び放射性物質濃度測定装置

を設けること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる

監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給

電を可能とすること。 
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3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

3.9.1 設置許可基準規則第 52条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素によ

る爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には，

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，窒素ガス制

御系，格納容器フィルタベント系，窒素ガス代替注入系及び水素濃度監視設備を

設ける。なお，窒素ガス制御系は設計基準対象施設であり，炉心の著しい損傷が

発生した場合に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けな

い。 

 

(1) 原子炉格納容器内の不活性化（設置許可基準規則解釈の第１項 a）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内におけるジル

コニウム－水反応及び水の放射線分解等により発生する水素ガスにより，原子

炉格納容器内で水素爆発が発生することを防止するため，原子炉運転中におい

て原子炉格納容器内は，窒素ガス制御系により常時不活性化されている。 

 

(2) 窒素ガス代替注入系の設置（設置許可基準規則解釈の第１項 a)） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水素爆発による原子炉格納容器

の破損を防止するため，原子炉格納容器内を不活性化するため，窒素ガス代替

注入系を使用する。 

 

(3) 格納容器フィルタベント系の設置（設置許可基準規則解釈の第１項 c)e)） 

格納容器フィルタベント系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞

留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ排出するために使用する。 

 

ⅰ) 格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる水素ガス及び酸素ガス

による水素爆発を防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素ガス）で置換した状

態で待機させ，使用後においても不活性ガスで置換できる設計とし，排出経

路に水素ガス及び酸素ガスが蓄積する可能性のある箇所にはバイパスライ

ンを設け，水素ガス及び酸素ガスを連続して排出できる設計とする。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内雰囲

気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器及

び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後

に原子炉建物近傍に設ける放出口から排出することで，排気中に含まれる放

射性物質の環境への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水の放射

線分解等により発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気

に排出できる設計とする。 

また，第１ベントフィルタ出口配管に第１ベントフィルタ出口放射線モニ
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タ（高レンジ）を設置することにより，放出口から排出される放射線量率を

測定し，放射性物質濃度を推定することが可能な設計とする。さらに，第１

ベントフィルタ出口配管に第１ベントフィルタ出口水素濃度を設置するこ

とにより，排出経路における水素濃度を測定し，監視することが可能な設計

とする。 

ⅱ) 格納容器フィルタベント系のうち，第１ベントフィルタ出口水素濃度は，

常設代替交流電源設備又は可搬型交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 

また，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）は，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

(4) 水素濃度監視設備の設置（設置許可基準規則解釈の第１項 d)e)）

ⅰ) 炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度が変動する可能性のある範

囲で水素濃度を監視するため，原子炉棟内に格納容器水素濃度及び格納容器

水素濃度（ＳＡ）を設置する。また，原子炉格納容器内で発生する水素ガス

及び酸素ガスによって原子炉格納容器内が水素爆発することを防止するため，

原子炉格納容器内雰囲気ガスを排出する必要がある。このため，格納容器酸

素濃度及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）にて，原子炉格納容器内の酸素濃度の

監視が可能な設計とする。 

ⅱ) 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により中央制御室におい

て原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視が可能な設計とする。 

また，格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は全交流動力電源喪失が発

生した場合でも，常設代替交流電源設備からの給電及びサンプリングガスを

原子炉補機代替冷却系により冷却して，中央制御室において原子炉格納容器

内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な設計とする。 

なお，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための自主対策設備と

して，以下を整備する。 

(5) 可燃性ガス濃度制御系

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内で発生する水

素ガス及び酸素ガスを再結合することにより水素濃度及び酸素濃度の抑制を

行い，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する。 

なお，可燃性ガス濃度制御系については設計基準事故対処設備として設置す

るものであることから，炉心の著しい損傷が発生した場合において可燃性ガス

濃度制御系を使用して原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を制御する
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運用については自主的な運用とする。 

(6) 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視

Ａ－格納容器水素濃度及びＡ－格納容器酸素濃度は，原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度を測定し，指示値を中央制御室で監視できる設計とする。 

なお，Ａ－格納容器水素濃度及びＡ－格納容器酸素濃度については設計基準

事故対処設備として設置するものであることから，重大事故等が発生した場合

において格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度を使用して原子炉格納容器

内の水素濃度を監視する運用については自主的な運用とする。 
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3.9.2 重大事故等対処設備 

3.9.2.1 窒素ガス代替注入系 

3.9.2.1.1 設備概要 

窒素ガス代替注入系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，水素爆発

による原子炉格納容器の破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に窒素ガスを

注入することにより原子炉格納容器内の酸素濃度を抑制するために使用する。 

本系統は，可搬式窒素供給装置，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽

油タンク，タンクローリ，流路である窒素ガス代替注入系配管及び弁並びにホー

ス等，注入先である原子炉格納容器（真空破壊弁を含む）で構成する。

本系統に関する系統概要図を図 3.9-1，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を

表 3.9-1に示す。 
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表 3.9-1 窒素ガス代替注入系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 可搬式窒素供給装置【可搬型】 

付属設備 － 

水源 － 

排出元 － 

流路 窒素ガス代替注入系 配管・弁【常設】 

注入先 原子炉格納容器（真空破壊装置を含む）【常設】 

電源設備※１ 

（燃料補給設備を含

む） 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※２ ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

※１：電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

※２：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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3.9.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 可搬式窒素供給装置

種類 ：圧力変動吸着式（ＰＳＡ） 

容量 ：約 100Nm3/h/台 

窒素純度 ：約 99.9vol% 

最高使用温度  ：60℃ 

供給圧力 ：0.6MPa以上 

個数 ：１（予備１） 

設置場所  ：屋外 

保管場所  ：第１保管エリア及び第４保管エリア 

 なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計測設備（設置許可基準規則

第 58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.9.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.9.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は屋外の第１保管エリア及び

第４保管エリアに保管し，重大事故等時に原子炉建物南側の屋外に設置す

る設備であることから，想定される重大事故等時における，屋外の環境条

件及び荷重を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下

の表 3.9-2に示す設計とする。 

可搬式窒素供給装置の操作は，可搬式窒素供給装置に付属の操作スイッ

チにより，想定される重大事故等時において設置場所から操作可能な設計

とする。風（台風）による荷重については，転倒しないことの確認を行っ

ているが，詳細評価により転倒する結果となった場合は，転倒防止措置を

講じる。積雪の影響については，適切に除雪する運用とする。また，降水

及び凍結により機能を損なわないよう防水対策が取られた可搬式窒素供給

装置を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（52-3，52-9，52-10） 

 

表 3.9-2 想定する環境条件及び荷重条件（可搬式窒素供給装置） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射線 屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条

件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 降水及び凍結により機能を損なうことのないよう

防水対策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統への影響 海水を通水することはない。 

地震  適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が

損傷しないことを確認し，輪留め等により転倒防

止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷

しないことを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波に

より機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置については，付属の操作スイ

ッチからのスイッチ操作で起動する設計とする。可搬式窒素供給装置は付

属の操作スイッチ及び操作に必要な弁を操作するにあたり，緊急時対策要

員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，そ

れぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，緊急時対

策要員の操作・監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してア

クセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可

能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，

簡便な結合金具による接続並びに一般的な工具を使用することにより，確

実に接続が可能な設計とする。 

操作が必要な弁については，屋外にあるため，操作位置及び作業位置の

放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

（52-3，52-4，52-9） 

表 3.9-3 操作対象機器 

機器名称 状態の変

化 

操作場所 操作方法 

可搬式窒素供給

装置 

起動・停

止 

屋外設置位置 スイッチ操作

ＡＮＩ 代替窒素

供給ライン元弁

（Ｄ／Ｗ側） 

弁閉→弁

開 

屋外 手動操作 

ＡＮＩ 代替窒素

供給ライン元弁

（Ｓ／Ｃ側） 

弁閉→弁

開 

屋外 手動操作 

ホース ホース接

続 

屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，表 3.7-9 に示すように発電

用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能試験，分解検査及び外

観検査が可能な設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取

替え，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

また，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中に各接続口

の弁開閉動作の確認が可能な設計とする。 

運転性能の確認として，可搬式窒素供給装置の吐出圧力及び流量の確認

を行うことが可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂

及び腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（52-5） 

表 3.9-4 可搬式窒素供給装置の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中又は停

止中 

機能・性能点検 可搬式窒素供給装置の運転性能（吐出圧力，流

量）の確認，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 可搬式窒素供給装置を分解し，部品の表面状態

を，試験及び目視により確認又は必要に応じて

取替え 

外観検査 可搬式窒素供給装置及びホースの外観の確認 

車両検査 可搬式窒素供給装置の車両としての運転状態の

確認 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 
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窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，本来の用途以外の用途に

は使用しない。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の移動，設置，起動操作につ

いては，図 3.9-4 で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えること

が可能である。 

（52-4） 

 

 

図 3.9-2 窒素ガス代替注入系による原子炉格納容器内の不活性化 タイ

ムチャート＊ 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の

防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への

適合状況についての 1.9で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，通常時は接続先の系統と

分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬式窒素供給装置は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

（52-3，52-4，52-5） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 
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想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の操作が必要な機器の設置場

所，操作場所を表 3.7-13に示す。このうち，可搬式窒素供給装置，ホース

は屋外にあることから，操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそ

れが少ないため操作が可能である。また，ＡＮＩ 代替窒素供給ライン元弁

（Ｄ／Ｗ側）及びＡＮＩ 代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）については，

屋外に設置されていることから，操作位置の放射線量が高くなるおそれが

少ないため操作が可能である。 

（52-3，52-4，52-9） 

表 3.9-5 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬式窒素供給装置 屋外設置位置 屋外設置位置 

ＡＮＩ 代替窒素供給ライ

ン元弁（Ｄ／Ｗ側）

屋外 屋外 

ＡＮＩ 代替窒素供給ライ

ン元弁（Ｓ／Ｃ側）

屋外 屋外 

ホース 屋外 屋外 

3.9.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，炉心の著しい損傷が発生

した場合において，水の放射性分解によって発生する水素及び酸素濃度上

昇の抑制が可能な窒素供給量を有する設計とする。 

供給量としては，有効性評価シナリオ「雰囲気圧力・温度による静的負
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荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用する場合）」に

おいて，設計基準事故対処設備である可燃性ガス濃度制御系の性能評価で

使用しているＧ値を採用した場合に，有効性が確認されている原子炉格納

容器への供給量が 100Nm3／h であることから，窒素供給装置 1 台あたり

100Nm3／hを供給可能な設計とし，１台使用する設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，重大事故等時において窒素供給に必要な容量を

有するものを１セット１台使用する。保有数は，１セット１台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計

２台を分散して保管する。 

（52-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の接続箇所は，格納容器フィ

ルタベント系への窒素ガスの供給にも使用することができるよう，可搬式

窒素供給装置から来るホースと接続口について，簡便な接続方式である結

合金具にすることに加え，接続口の口径を 25A に統一することで，確実に

接続ができる設計とする。 

（52-3，52-9） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

物の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
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窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，原子炉建物の外から水又

は電力を供給するものではない。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の操作位置及び作業位置は屋

外であり，想定される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮し

ても作業への影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源か

らの離隔距離をとること，線量を測定し線量が低い位置に配置することに

より，これら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。また，現場

での接続作業に当たっては，簡便な結合金具による接続方式により，確実

に速やかに接続が可能である。 

（52-9） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，地震，津波その他の自然

現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設

計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，

発電所敷地内の第１保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管する。 

（52-3，52-10） 
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(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，通常時は高台の第１保管

エリア及び第４保管エリアに分散して保管しており，想定される重大事故

等が発生した場合においても，保管場所から接続場所までの運搬経路につ

いて，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保管

場所及びアクセスルートについて』参照） 

（52-11） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43条第 3項七）

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，重大事故緩和設備として

配備するものであるが，安全機能等を有する設備が設置されている原子炉

建物と位置的分散を図り，発電所敷地内の第１保管エリア及び第４保管エ

リアに分散して配置する設計とする。

（52-3，52-4，52-9，52-10） 
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3.9.2.2 格納容器フィルタベント系 

3.9.2.2.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において水素

爆発による原子炉格納容器の破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留す

る水素ガス及び酸素ガスを大気へ排出するために使用する。 

本系統は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフィルタ銀ゼオライ

ト容器及び圧力開放板，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源

設備，代替所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備），計測制

御装置，流路である窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フィルタベ

ント系の配管及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格納容器（サプレッシ

ョン・チェンバ，真空破壊装置を含む）で構成する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内雰囲気ガ

スを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物

頂部付近に設ける放出口から排出することで，排気中に含まれる放射性物質の環

境への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により発

生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に排出できる設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.9-3，本系統に関する重大事故等対処設備一覧

を表 3.9-6に示す。 

格納容器フィルタベント系の詳細は，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための設備（設置許可基準規則第 50条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

また，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ），第１ベントフィルタ出

口水素濃度の詳細は，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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表 3.9-6 格納容器フィルタベント系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

 

第１ベントフィルタスクラバ容器【常設】 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器【常設】 

圧力開放板【常設】 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）【常設】 

第１ベントフィルタ出口水素濃度【可搬型】 

付属設備 遠隔手動弁操作機構【常設】 

可搬式窒素供給装置【可搬型】 

水源 － 

排出元 原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊装

置を含む）【常設】 

流路 窒素ガス制御系 配管・弁【常設】 

非常用ガス処理系 配管・弁【常設】 

格納容器フィルタベント系 配管・弁【常設】 

注水先 － 

電源設備※１ 

（燃料補給設備を含

む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 
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設備区分 設備名 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として

以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※２ スクラバ容器水位【常設】 

スクラバ容器圧力【常設】 

スクラバ容器温度【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ） 【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

※１：単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功さ

せるために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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3.9.2.3 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

3.9.2.3.1 設備概要 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，炉心の著しい損

傷が発生した場合に原子炉格納容器内で発生する水素ガス及び酸素ガスによる原

子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，原子炉格納容器内雰囲気ガスを排出

する必要があることから，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を目

的として原子炉棟内に検出器を設置し，原子炉格納容器内のガスをサンプリング

することで原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定する。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）のサンプリング

装置は，原子炉格納容器内のガスをサンプリングポンプにより吸い込み，除湿器

でガスを処理した後，水素濃度検出器及び酸素濃度検出器により原子炉格納容器

内の水素濃度及び酸素濃度を測定する。 

全交流動力電源喪失が発生した場合に常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備からの給電が可能であり，中央制御室において原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度の監視が可能である。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，炉心の著しい損傷が発生した場合

に原子炉格納容器内で発生する水素ガス及び酸素ガスによる原子炉格納容器内の

水素爆発を防止するため，原子炉格納容器内雰囲気ガスを排出する必要があるこ

とから，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を目的として原子炉棟

内に検出器を設置し，原子炉格納容器内のガスをサンプリングすることで原子炉

格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定する。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度のサンプリング装置は，原子炉格納容

器内のガスをサンプリングポンプにより吸い込み，冷却器及び除湿器でガスを処

理した後，水素濃度検出器及び酸素濃度検出器により原子炉格納容器内の水素濃

度及び酸素濃度を測定する。 

全交流動力電源喪失が発生した場合は常設代替交流電源設備からの給電が可能

であり，また，サンプリングガスを冷却するための原子炉補機冷却系による冷却

機能が喪失した場合においても，原子炉補機代替冷却系による冷却により中央制

御室において原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能である。 

水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備（格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器

酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度）に関する系統概要図

を図 3.9-4，5，水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備に関する重大事故等対処

設備一覧を表 3.9-7に示す。 
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表3.9-7 水素濃度及び酸素濃度監視設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器水素濃度【常設】 

格納容器酸素濃度【常設】 

附属設備 － 

水源 

 

－ 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※１ 

（燃料補給設備を含

む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

 

計装設備 － 

燃料補給設備 － 

※１：単線結線図を補足資料52-2に示す。 
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電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する

設計方針に示す章）で示す。 

 

3.9.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を表3.9-8 に示す。 

 

表3.9-8 主要設備の仕様 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

格納容器水素

濃度（ＳＡ） 

熱伝導式水素

検出器 

0～100vol% １ 原子炉建物中２階 

 

格納容器酸素

濃度（ＳＡ） 

磁気力式酸素

検出器 

0～25vol% １ 原子炉建物中２階 

格納容器水素

濃度 

熱伝導式水素

検出器 

0～5％/ 

0～100％ 

１ 原子炉建物３階 

格納容器酸素

濃度 

熱磁気風式酸

素検出器 

0～5％/ 

0～25％ 

１ 原子炉建物３階 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.9.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.9.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，原子炉棟

内に設置する設備であることから，想定される重大事故等時における，原

子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮するこ

とができるよう，以下の表 3.9-9に示す設計とする。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，原子炉棟内に設置する設備

であることから，想定される重大事故等時における，原子炉棟内の環境条

件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

以下の表 3.9-9に示す設計とする。 
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表3.9-9 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射

線 

原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統へ

の影響 

海水を通水することはない。 

地震  適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しないことを確認する（詳細は「2.1.3 耐震設計の

基本方針」に示す） 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影

響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波により

機能が損なわれない設計とする。 

（52-3） 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作牲及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，想定され

る重大事故等時においてサンプリング方式による計測を実施し，中央制御

室にて監視を行っている。サンプリング装置は，中央制御室の重大事故操

作盤からスイッチ操作が可能な設計とする。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，通常時からサンプリング方

式による計測を実施しており，中央制御室にて監視を行っている。サンプ

リング装置は，中央制御室のＢ-格納容器Ｈ２／Ｏ２濃度計盤からスイッチ

操作が可能な設計とする。 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については

銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確

実に操作できる設計とする。 

以下の表 3.9-10に操作対象機器を示す。 
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（52-3） 

 

表 3.9-10 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

格納容器水素濃度

（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度

（ＳＡ）（サンプリ

ング装置） 

停止・起動 

系統選択 

（Ｄ／Ｗ⇔Ｓ／Ｃ） 

中央制御室 スイッチ操作 

格納容器水素濃度 

格納容器酸素濃度 

（サンプリング装

置） 

停止・起動 

系統選択 

（Ｄ／Ｗ⇔Ｓ／Ｃ） 

中央制御室 スイッチ操作 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃

度及び格納容器酸素濃度は，以下の表 3.9-11に示すように発電用原子炉の

停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能

な設計とする。格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格

納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度のサンプリング装置は，発電用原子

炉の停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

表3.9-11 水素濃度及び酸素濃度監視設備の試験及び検査 

機器名称 発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

格納容器水素濃度

（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度

（ＳＡ）（サンプリ

ング装置） 

停止中 

機能・性能試験 基準ガス校正 

計器校正 

運転性能，漏えいの確認 

機能・性能試験 基準ガス校正 

計器校正 

運転性能，漏えいの確認 
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機器名称 発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

格納容器水素濃度 

格納容器酸素濃度 

（サンプリング装

置） 停止中 

機能・性能試験 基準ガス校正 

計器校正 

運転性能，漏えいの確認 

機能・性能試験 基準ガス校正 

計器校正 

運転性能，漏えいの確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作牲及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃

度及び格納容器酸素濃度は，想定される重大事故等時において，他の系統

と切り替えることなく使用できる設計とする。 

（52-4） 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃

度及び格納容器酸素濃度は，他の設備と遮断器又はヒューズによる電気的

な分離を行うことで，他の設備に電気的な悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操
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作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ），格納容器内酸素濃度（ＳＡ），格納容器水  

素濃度及び格納容器酸素濃度の設置場所，操作場所を表 3.9-12に示す。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，重大事   

故等時においてサンプリング方式による計測を実施し，中央制御室にて監視

を行っている。サンプリング装置は，中央制御室にて操作を実施するため，

操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，通常時からサンプリング方 

式による計測を実施しており，中央制御室にて監視を行っている。サンプリ

ング装置は，中央制御室にて操作を実施するため，操作場所の放射線量が高

くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 

表 3.9-12 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（サンプリング装置） 

原子炉建物中２階 中央制御室 

格納容器水素濃度 

格納容器酸素濃度 

（サンプリング装置） 

原子炉建物３階 中央制御室 

（52-3） 

 

3.9.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度は，想定される重大事

故等時に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲を測定

できる設計とする。 
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格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度は，想定される重大事

故等時に原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，その可燃限界濃度

（酸素濃度：5vol%）を測定できる設計とする。 

（52-6） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器内水素

濃度及び格納容器内酸素濃度は，二以上の発電用原子炉施設において共用

しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，格納

容器水素濃度及び格納容器酸素濃度と多様性を有する設計とし，検出器も

位置的分散を図る設計とすることで，地震，火災，溢水等の共通要因故障

によって同時に機能を損なわれない設計とする。 

また，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）の電源

は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，設計基準事故対処設備を使

用するものであり，電源については非常用交流電源設備に対して多様性を

有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。また，サンプ

添3.9-30

185



 

 

リングガスの冷却については，原子炉補機冷却系に対して多様性を有する

原子炉補機代替冷却系から冷却水を供給が可能な設計とする。 

（52-2，52-3） 

 

3.9.3 その他設備 

3.9.3.1 可燃性ガス濃度制御系 

3.9.3.1.1 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内で発生する水素ガ

ス及び酸素ガスを再結合することにより水素濃度及び酸素濃度の抑制を行い，水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する。 

なお，可燃性ガス濃度制御系については設計基準事故対処設備として設置する

ものであることから，炉心の著しい損傷が発生した場合に可燃性ガス濃度制御系

を使用して原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を制御する運用については

自主的な運用とする。 

 

3.9.3.2 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

3.9.3.2.1 設備概要 

Ａ－格納容器水素濃度及びＡ－格納容器酸素濃度は，原子炉格納容器内の水素

濃度及び酸素濃度を測定し，指示値を中央制御室で監視できる設計とする。 

なお，Ａ－格納容器水素濃度及びＡ－格納容器酸素濃度については設計基準事

故対処設備として設置するものであることから，重大事故等が発生した場合にお

いてＡ－格納容器水素濃度及びＡ－格納容器酸素濃度を使用して原子炉格納容器

内の水素濃度及び酸素濃度を監視する運用については自主的な運用とする。 

（52-12） 
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3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備【53条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条 

発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋

その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施

設（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必要があ

る場合には，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第53条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

a) 水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがないこと

を示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止する機能を

付けること。放射性物質低減機能を付けること。）を設置すること。

b) 想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる監

視設備を設置すること。

c) これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。
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3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

3.10.1 設置許可基準規則第53条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物等の水素爆発による損傷

を防止するために，水素濃度制御設備及び水素濃度監視設備として以下の設備を

設ける。 

(1) 静的触媒式水素処理装置(設置許可基準規則解釈の第１項a)，c))

水素濃度制御設備として，原子炉建物４階（燃料取替階）に静的触媒式水素

処理装置を設置し，炉心の著しい損傷が発生して原子炉格納容器から原子炉棟

内に水素ガスが漏えいした場合において，原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，

水素濃度を可燃限界未満に制御することで，原子炉建物の水素爆発を防止する

設計とする。また，静的触媒式水素処理装置は運転員による起動操作を行うこ

となく，水素ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結合できる装置を適用し，

起動操作に電源が不要な設計とする。 

また，静的触媒式水素処理装置の動作確認を行うために静的触媒式水素処理

装置動作監視装置として，静的触媒式水素処理装置の入口側及び出口側に温度

計を設置し，中央制御室で監視可能な設計とする。静的触媒式水素処理装置入

口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，代替電源設備からの給電によ

り中央制御室において静的触媒式水素処理装置の動作確認が可能な設計とす

る。 

(2) 水素濃度監視設備(設置許可基準規則解釈の第１項b)，c))

原子炉建物水素濃度は，炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度が変動

する可能性のある範囲で水素濃度を監視することを目的として原子炉棟内に

検出器を設置し，水素濃度を測定する。また，原子炉建物水素濃度は代替電源

設備からの給電により中央制御室において原子炉棟内水素濃度の監視が可能

な設計とする。 

また，重大事故等時において原子炉建物等の水素爆発による損傷を防止するた

めの自主対策設備として，以下を整備する。 

(3) 原子炉ウェル代替注水系の設置

ドライウェル主フランジのシール材の熱劣化を緩和し，原子炉格納容器から

原子炉棟への水素漏えいを抑制するために，原子炉ウェルに注水することでド

ライウェル主フランジを冷却する原子炉ウェル代替注水系を設置する。

原子炉ウェル代替注水系は，重大事故等時に原子炉建物外から代替淡水源

（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水，若しくは海水を，大量
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送水車により原子炉ウェルに注水することでドライウェル主フランジを冷却

できる設計とする。 

(4) 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの設置

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルを設置し，仮に原子炉棟内の水素

濃度が上昇した場合においても，原子炉建物４階（燃料取替階）天井付近の水

素ガスを外部へ排出することで，水素ガスの原子炉棟内滞留を防止する設計と

する。 
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3.10.2 重大事故等対処設備 

3.10.2.1 静的触媒式水素処理装置 

3.10.2.1.1 設備概要 

静的触媒式水素処理装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子

炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，原子炉建物等の水素爆発を防止する機能を有す

る。この設備は，触媒カートリッジ，ハウジング等の静的機器で構成し，運転員

による起動操作を行うことなく，原子炉格納容器から原子炉棟に漏えいした水素

ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結合させることができる。 

静的触媒式水素処理装置の動作監視装置として，静的触媒式水素処理装置の入

口側及び出口側に温度計を設置し，中央制御室から監視可能な設計とする。また，

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は代替電

源設備から給電が可能な設計とする。 

静的触媒式水素処理装置に関する概要図を図3.10-1に，静的触媒式水素処理装

置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度に関する系統概要図を図3.10-2

に，重大事故等対処設備一覧を表3.10-1に示す。 

図 3.10-1 静的触媒式水素処理装置概要図 

触媒カートリッジ 静的触媒式水素処理装置 
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図 3.10-2 静的触媒式水処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出

口温度の系統概要図 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準 

規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。
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表3.10-1 静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度及び 

静的触媒式水素処理装置出口温度に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 静的触媒式水素処理装置【常設】 

静的触媒式水素処理装置入口温度【常設】 

静的触媒式水素処理装置出口温度【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 原子炉棟 

注水先 － 

電源設備※１ 常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下の設備を使

用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備 － 

※１：単線結線図を補足説明資料 53-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.10.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 静的触媒式水素処理装置

種類 ：触媒反応式 

水素処理容量 ：約0.50kg/h/個 

（水素濃度4.0vol％，100℃，大気圧において） 

最高使用温度 ：300℃ 

個数 ：18 

本体材料 ：ステンレス鋼 

取付箇所 ：原子炉建物４階 

(2) 静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度

主要設備の仕様を表3.10-2に示す。

表 3.10-2 主要設備の仕様 

名称 検出器の種

類

計測範囲 個数 取付箇所 

静的触媒式水素処理装置

入口温度 
熱電対 0～100℃ ２※ 原子炉建物４階 

静的触媒式水素処理装置

出口温度 
熱電対 0～400℃ ２※ 原子炉建物４階 

※：２個の静的触媒式水素処理装置に対して，出入口に１個設置 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.10.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.10.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触

媒式水素処理装置出口温度は，原子炉棟内に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，原子炉棟内の

環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮できるよう，以下

の表3.10-3に示す設計とする。なお，静的触媒式水素処理装置は，触媒が

湿度及び蒸気による性能低下を防止するために，触媒粒に疎水コーティン

グを施す設計とする。 

（53-3） 

表 3.10-3 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損なわ

れない設計とする。 

添3.9-8

194



(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，水素ガスと酸素ガスが流入すると触媒反応

によって受動的に水素処理する設備とし，操作不要な設計とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，想定される重大事故等時において中央制御室にて監視可能な設計で

あり現場又は中央制御室による操作は発生しない。 

（53-3，53-4） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，表3.10-4に示すように，発電用原子炉の停

止中に機能・性能試験及び外観検査が可能とするため，触媒カートリッジ

が取り出しできる設計とする。 

静的触媒式水素処理装置には，専用の検査装置を用意し，静的触媒式水

素処理装置内の触媒カートリッジを抜き取り，検査装置にセット後，水素

ガスを含む試験ガスを通気することで水素処理性能の確認が可能な設計

とする。 

また，発電用原子炉の停止中に，触媒カートリッジに異物の付着がない

こと，ハウジングが設計のとおりの形状を保持していることを外観検査に

て確認可能な設計とする。 

（53-5，別添資料-3） 
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表3.10-4 静的触媒式水素処理装置の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 外観検査 触媒カートリッジの外観確認 

ハウジングの外観確認

機能・性能試験 触媒カートリッジの水素処理性能確認 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，表3.10-5に示すように，発電用原子炉の停止中に模擬入力による機

能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

（53-5） 

表 3.10-5 静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置

出口温度の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能試験 絶縁抵抗測定 

温度確認 

計器校正 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，重大事故等時における原子炉棟内の水素濃

度上昇抑制機能としてのみ使用することとし，本来の用途以外の用途に使

用しない設計とする。また，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触

媒式水素処理装置出口温度は，重大事故等時における静的触媒式水素処理

装置の動作確認に使用するものであり，本来の用途以外の用途には使用し

ない設計とする。そのため，静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処

理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度について，重大事故

等時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

（53-4） 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

静的触媒式水素処理装置は，他の設備と独立して原子炉建物４階（燃料

取替階）壁面近傍等に機器単独で設置することで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。また，静的触媒式水素処理装置は，水素ガスが存在

しないと再結合反応を起こすことはなく，プラント運転中に他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。炉心の著しい損傷が発生し，原子炉建物４

階（燃料取替階）に水素ガスが漏えいした場合は，静的触媒式水素処理装

置が再結合反応により温度上昇するが，重大事故等時に使用する設備の機

能に影響を与えるような温度範囲の位置に配置しないことで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

（53-3，53-4） 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，他の設備と遮断器又はヒューズによる電気的な分離を行うことで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，静的触媒式水素処理装

置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，静的触媒式水素処理

装置内への水素ガス流入流路を妨げない配置及び寸法とすることで，静的

触媒式水素処理装置の水素処理性能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（53-3，53-4，別添資料-3） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，触媒反応によって受動的に水素を処理する

設備とし，現場における作業は発生しない。 
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静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，重大事故等時において中央制御室にて監視できる設計であり現場に

おける作業は発生しない。 

3.10.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

静的触媒式水素処理装置は，炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容

器から原子炉棟内に水素ガスが漏えいした場合において，原子炉建物の水

素爆発を防止するために，原子炉棟内の水素濃度及び酸素濃度を可燃限界

未満に制御するために必要な水素処理容量を有する設計とする。また，静

的触媒式水素処理装置は，原子炉棟内の水素ガスの効率的な除去を考慮し

て，原子炉建物４階（燃料取替階）内に分散させ，適切な位置に配置する。 

静的触媒式水素処理装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉

格納容器内に存在するガス状よう素による性能低下を考慮し，必要な水素

処理容量に裕度をもたせた容量を有する個数を配備する。個数の設定に当

たって用いる水素ガス発生量は，有効燃料部の被覆管全て（AFC100％）に

相当する水素ガス発生量とし，1,000kgとする。これらの水素ガスが原子

炉格納容器から原子炉棟に漏えいする原子炉格納容器漏えい率は，原子炉

格納容器圧力853kPa[gage]（設計圧力の２倍）における原子炉格納容器漏

えい率である約1.3％/日に余裕を考慮し10％/日とする。これらを踏まえ

て，静的触媒式水素処理装置の個数は，反応阻害物質ファクタ0.5を考慮

し，上記で示す水素ガス漏えい量において原子炉建物４階（燃料取替階）

を可燃限界未満に処理することができる個数「17個以上」とし，この個数

に余裕を見込み18個とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温

度は，静的触媒式水素処理装置作動時に想定される温度範囲を測定できる

設計とし，位置的分散を考慮して，原子炉建物４階（燃料取替階）壁面近

傍等に分散配置した静的触媒式水素処理装置のうち２個にそれぞれ設置

する設計とする。 

（53-6） 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触

媒式水素処理装置出口温度は，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第２項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

静的触媒式水素処理装置は重大事故緩和設備であり，同一目的の設計基

準事故対処設備はない。 

静的触媒式水素再処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口

温度は，同一目的の水素爆発による原子炉建物の損傷を防止するための監

視設備である原子炉建物水素濃度と異なる計測方式とすることで多様性

を有する設計とし，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，検出

器の設置場所について位置的分散を図る設計とする。また，静的触媒式水

素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の電源につい

ては非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）に対して多様性を有

する代替電源設備から給電できる設計とする。 

（53-2，53-3，53-4） 
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3.10.2.2 原子炉建物水素濃度 

3.10.2.2.1 主要設備 

原子炉建物水素濃度は重大事故等が発生し，ジルコニウム－水反応等で短期的

に発生する水素ガス及び水の放射線分解等で長期的に緩やかに発生し続ける水素

ガスが原子炉格納容器から原子炉棟へ漏えいした場合に，原子炉棟において，水

素濃度が変動する可能性のある範囲で測定を行い，中央制御室において連続監視

できる設計とする。また，原子炉建物水素濃度は代替電源設備から給電が可能な

設計とする。 

原子炉建物水素濃度に関する系統概要図を図3.10-3に，重大事故等対処設備一

覧を表3.10-6に示す。 

図 3.10-3 原子炉建物水素濃度の系統概要図 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準 

規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。
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表3.10-6 原子炉建物水素濃度に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉建物水素濃度【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備
※１ 常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備 － 

※１：単線結線図を補足説明資料 53-2 に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.10.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を表3.10-7に示す。 

表 3.10-7 主要設備の仕様 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

原子炉建物

水素濃度 

触媒式水素検出器 0～10vol％ １ 原子炉建物４階 

熱伝導式水素検出器 0～20vol％ ５ 

原子炉建物４階：１個 

原子炉建物２階：２個 

原子炉建物１階：２個 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.10.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.10.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第１項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，原子炉棟内に設置する設備であることから，そ

の機能を期待される重大事故等が発生した場合における，原子炉棟内の環

境条件及び荷重条件を，その機能を有効に発揮することができるよう，以

下の表3.10-8に示す設計とする。 

（53-3） 

表3.10-8 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損なわ

れない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，想定される重大事故等時において中央制御室に

て監視可能な設計であり現場又は中央制御室による操作は発生しない。 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，表3.10-9に示すように，発電用原子炉の停止中

に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計

とする。 

（53-3，53-4） 

表3.10-9 原子炉建物水素濃度の試験及び検査性 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能試験 基準ガス校正 

計器校正 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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原子炉建物水素濃度は，重大事故等時において他の系統と切り替えるこ

となく使用できる設計とする。 

（53-4） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉建物水素濃度は，他の設備と遮断器又はヒューズによる電気的な

分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（53-3，53-4） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，重大事故等時において中央制御室にて監視でき

る設計であり現場における操作は発生しない。 

3.10.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，炉心損傷時に原子炉格納容器内に発生する水素

ガスが原子炉棟に漏えいした場合に，静的触媒式水素処理装置による水素
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濃度低減（可燃限界である４vol％未満）をトレンドとして連続的に監視

できることが主な役割であることから，触媒式では０～10vol％，熱伝導

式では０～20vol％を測定できる設計とする。なお，原子炉建物水素濃度

は，水素ガスが最終的に滞留する原子炉建物４階（燃料取替階）の壁面及

び天井付近，並びに原子炉建物２階の非常用ガス処理系吸込配管近傍に分

散させた適切な位置に配置し，原子炉格納容器内で発生した水素ガスが漏

えいするポテンシャルのある原子炉建物４階（燃料取替階）以外のエリア

にも設置し，水素ガスの早期検知及び滞留状況を把握する事が可能な設計

とする。 

（53-6） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉建物水素濃度は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない

設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第２項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉建物水素濃度は，原子炉棟内に設置されており，環境条件，自然

現象，外部人為事象，溢水，火災に対して，可能な限り頑健性をもたせた

設計とする。 

添3.9-20

206



原子炉建物水素濃度は，同一目的の水素爆発による原子炉建物の損傷を

防止するための監視設備である静的触媒式水素処理装置入口温度及び静

的触媒式水素処理装置出口温度と異なる計測方式とすることで多様性を

有する設計とし，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，検出器

の設置場所について位置的分散を図る設計とする。また，原子炉建物水素

濃度の電源については非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）に

対して多様性を有する代替電源設備から給電できる設計とする。 

（53-2，53-3，53-4） 
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3.10.3 その他設備 

3.10.3.1 原子炉ウェル代替注水系 

3.10.3.1.1 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ドライウェル主フランジを冷却す

ることで原子炉格納容器外への水素ガス漏えいを抑制し，原子炉建物の水素爆発

を防止するため，原子炉ウェル代替注水系を設ける。なお，本設備は事業者の自

主的な取り組みで設置するものである。 

原子炉ウェル代替注水系は，原子炉ウェルに水を注水し，ドライウェル主フラ

ンジシール材を原子炉格納容器外部から冷却することを目的とした系統である。

原子炉ウェル代替注水系は，大量送水車，接続口等で構成しており，重大事故等

時において，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水又は

海水を原子炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷却することで，ドライ

ウェル主フランジからの水素ガス漏えいを抑制する設計とする。

したがって，事故時に速やかにドライウェル主フランジシール材を冠水させる

ように原子炉ウェルに水を張ることが必要であり，その際の必要注水量は冠水分

と余裕分も見込み約30m3以上とする。これを注水開始から約２時間で達成できるこ

とを設計方針としており，原子炉ウェル代替注水系の系統流量は15m3/h以上とする。

これを達成するために，原子炉ウェル代替注水系のポンプは大量送水車を採用す

る。また，大量送水車を接続する接続口は，位置的に分散して複数箇所に設置す

る。 

3.10.3.1.2 他設備への悪影響について 

原子炉ウェル代替注水系を使用することで，原子炉ウェルに水が注水される。

この際，悪影響として懸念されるのは，以下のとおりである。 

・原子炉格納容器温度が200℃のような過温状態で常温の水を原子炉ウェルに注水

することから，ドライウェル主フランジを急冷することによる鋼材部の熱収縮

による応力発生に伴う原子炉格納容器閉じ込め機能への影響

・ドライウェル主フランジを冷却することにより，ドライウェル主フランジから

の水素ガス漏えいを防ぐことから，静的触媒式水素処理装置が設置されている

原子炉建物４階（燃料取替階）に，原子炉格納容器内の水素ガスが直接漏えい

しない傾向になることによる，原子炉建物水素爆発防止機能への影響

・ドライウェル主フランジを冷却することにより，原子炉ウェルに溜まった水が

蒸発することから，原子炉棟に水蒸気が発生することによる，原子炉建物水素

爆発防止機能への影響

・原子炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷却するため，原子炉格納容

器を除熱することによる原子炉格納容器負圧破損への影響

・原子炉ウェル代替注水系の使用による発電所内の運用リソースへの影響
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このうち，ドライウェル主フランジ急冷による原子炉格納容器閉じ込め機能へ

の影響については，ドライウェル主フランジ締付ボルト冷却時の発生応力を評価

した結果，ボルトが急冷された場合でも応力値は降伏応力を下回っていることか

らボルトが破損することはない。 

また，ドライウェル主フランジからの水素ガス漏えいを防ぐことによる，原子

炉建物水素爆発防止機能への影響については，水素ガスの漏えい箇所を原子炉建

物下層階（地上２階，１階，地下１階，地下２階）のみとして原子炉棟内の水素

ガス挙動を評価し，可燃限界に至ることはないことが確認できているため，原子

炉建物水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建物水素爆発防止機能

への影響については，原子炉建物４階（燃料取替階）に水蒸気が追加で流入した

場合の原子炉棟内の水素ガス挙動を評価し，可燃限界に至ることはないことが確

認できているため，原子炉建物水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

原子炉格納容器の負圧破損に対する影響については，原子炉ウェルに注水しド

ライウェル主フランジを冷却することによる原子炉格納容器除熱効果は小さいた

め，原子炉格納容器を負圧にするような悪影響はない。 

運用リソースに関する影響については，必要な人員を想定した手順を準備して

おり，手順に基づいた対応を行うため，悪影響はない。また，淡水，電源又は燃

料を必要とするが，淡水の使用量は水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が保有する水量に比べて十分小さく，悪影響はない。また，電源又は

燃料については，他の設備の使用に悪影響を及ぼさないよう必要な電源又は燃料

を確保できる場合にのみ使用する。 

（別添資料-3） 
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